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わが国では、平均寿命の延びと少子化の影響により、世界に類を見ない早さで超高齢社 

会が進行しています。 

国によれば、2019 年 9 月 15 日現在の推計で総人口は前年と比べて約 26 万人減少

している一方、65 歳以上（高齢者）の人口は、約 32 万人増加し、総人口に占める割合

は 28.4％と 0.3 ポイント増加し、過去最高となっています。 

また、75 歳以上の後期高齢者の人口は 53 万人増（0.5 ポイント上昇）、80 歳以上の

人口は 21 万人増（0.2 ポイント上昇）となっています。 

今後、後期高齢者は、いわゆる団塊の世代がすべて 75 歳以上となる 2025 年（平成

37 年） まで急速に増加し、また高齢者人口は、団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040

年（平成 52 年）にピークを迎えると見込まれています。 

本区も、区民の約５人に１人が高齢者となり、国の割合よりも低いものの、今後、同様 

の推移をたどることが見込まれ、また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯も増加傾向

にあります。 

このように高齢者の増加が急速に進む中、生産年齢人口の減少の影響等により、医療サ

ービスや介護保険サービスなどの社会保障制度の持続可能性が求められています。 

さらに、家族の介護等を理由とする介護離職、増加が見込まれる認知症高齢者及び介護 

と育児に同時に直面するダブルケアなどが課題となっています。 

一方で、新型コロナウイルス感染症等、新たな感染症の出現、拡大は、地域の介護サー

ビス基盤に大きな影響を受けることが懸念されており、対応が課題となっています。 

こうした状況に対応するため、平成 27 年４月施行された国の「地域における医療及び

介護の総合的な確保の促進に関する法律」では、介護保険制度の持続可能性を維持しなが

ら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した生活を可能と

する、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される

体制（以下「地域包括ケアシステム」という。）の構築が目的として掲げられました。 

また、平成 29 年６月には、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一

部を改正する法律」が公布され、「地域包括ケアシステムの深化・推進」の観点から、「自

立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進」や「医療と介護の連携の

推進」などが盛り込まれました。 

さらに、令和２年６月に、すべての人々が地域、暮らし、いきがいを共に創り、高め合

うことができる社会の実現のため、包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点で「地

域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布されました。 

本区では、これらを踏まえ、2025 年（令和７年）や 2040 年（令和 27 年）を見据

えた中長期的視点に立ち、これまで進めてきた地域包括ケアシステム構築の取組をさらに

推進するとともに、高齢者を取り巻く諸課題に引き続き対応し、高齢者が住み慣れた地域

で安心して豊かに暮らし続けられる地域づくりを実現するため、高齢者・介護保険事業計

画（令和３年度～令和５年度）を策定します。 

計画の目的  

 
第１章 

第
１
章 

策定の考え方 
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すべての高齢者を対象とする計画として、老人福祉法に基づく「老人福祉計画」及び介 

護保険法に基づく「介護保険事業計画」を一体のものとした「高齢者・介護保険事業計画」 

を策定します。 

なお、「介護保険事業計画」は、「地域包括ケア計画」としての性格を併せ持っており、 

計画期間における地域包括ケアシステムの推進に向けた取組を示しています。 

また、当該計画は、本区の地域福祉保健施策を推進するための基本となる「文京区地域 

福祉保健計画」における分野別計画の一つに位置づけられます。 
 

 老人福祉法より抜粋  

 

 介護保険法より抜粋   

 

【図表】１－１ 文京区地域福祉保健計画の構成 

  

第二十条の八     市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老

人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」とい

う。)を定めるものとする。 

７  市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計

画と一体のものとして作成されなければならない。 

第百十七条  市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事

業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」とい う。)

を定めるものとする。 

６  市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉

計画と一体のものとして作成されなければならない。 
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検討依頼 

報告 

地域福祉推進協議会 

 

地域福祉推進本部 

 

 
 
 高齢者・介護保険事業計画を含む地域福祉保健計画の策定に当たっては、検討組織として

文京区地域福祉推進協議会を設置し、内容の検討を行いました。文京区地域福祉推進本部

は、協議会の検討結果について報告を受けた上で、計画策定の決定を行いました。 

 地域福祉推進協議会の下に設置した分野別検討部会の一つである高齢者・介護保険部会 

（文京区地域包括ケア推進委員会※）において、高齢者・介護保険事業計画の策定段階から

協議し、検討を行いました。 
 

 
 高齢者・介護保険部会での検討内容については、地域福祉推進協議会に報告し、そこで総合

的に協議・検討を行いました。 

 計画の検討経過を、区報・ホームページ等により区民周知を行うとともに、説明会の開催、

パブリックコメント等により広範な区民意見を聴取しながら、計画の策定を行いました。 
 

【図表】１－２ 文京区地域福祉保健計画(高齢者・介護保険事業計画)の検討体制 

 

 
 

計画策定の検討体制  

※文京区地域包括ケア推進委員会は、地域福祉推進分野の学識経験者、地域医療 関

係団体の代表者、介護支援専門員及び介護（予防）サービス事業者の代表者、 地

域の高齢者に関係する団体等の代表者並びに公募区民で構成されています。 
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本計画は、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間とし、令和５年度に

見直しを行います。 

 

【図表】１－３ 計画期間 
 

 

計画の期間  

文京区基本構想実施計画 

（平成 29 年度∼31 年度） 

文 京 区 基 本 構 想 

（平成 22 年∼31 年） 

令和 5 年度 令和 4 年度 令和３年度 令和 2 年度 令和元年度 

文京区地域福祉保健計画 

 高齢者・介護保険事業計画 

（第８期介護保険事業計画） 

「文の京」総合戦略 

令和 2 年度～令和５年度  

4 
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１） 地域の連携と支え合いによる地域福祉保健の推進 

地域では、区民、町会・自治会、民生委員・児童委員、福祉関係事業者、ＮＰＯ、

ボランティア団体など様々な主体が地域福祉保健の推進のために、日々主体的に活動

しています。 

本計画を推進していく上では、こうした地域による主体的な活動のすそ野をさらに

広げ、様々な主体間の連携を強化するとともに、支援される人たちが時には支援する

担い手として活躍するような地域ぐるみの支え合いを推進していくことが大切です。 

区は、制度的に位置づけられた公的な福祉保健サービスを適切に提供するとともに、

地域福祉の推進を担う社会福祉協議会と緊密に連携し、地域の主体的な活動への積極

的な支援や様々な主体間の連携を促進し、各主体と協働して地域ぐるみの支え合いを

推進します。 

 
【図表】１－４ 主体間の連携を強化し地域ぐるみの支え合いを推進 

 

 
・子ども家庭支援センター 

・児童発達支援センター 

・高齢者あんしん相談センター 
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・ファミリー・サポート・センター 

 等 
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区 民 

 

ボランティア団体 支援 支援 警察・消防 

参画 担い手 

 
地域福祉活動を支援 

緊密に連携 
社会福祉協議会 
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   社会福祉協議会とは？  

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を目的に、全国・都道府
県・市区町村のそれぞれに組織されている非営利の民間団体で、文京区社会福祉協議会
は、昭和 27 年（1952 年）に設立されました。 
 文京区社会福祉協議会では、現在、地域福祉を推進するため、次のような事業を展開
しています。 

１ 地域福祉コーディネーターの配置による小地域福祉活動の推進 

２ 生活支援コーディネーターの配置による地域の支え合い体制づくりの推進 

３ ボランティアによるひとり暮らし等の高齢者へのみまもり訪問 

４ 地域の皆さんの交流の場づくり（ふれあいいきいきサロン） 

５ ボランティア・市民活動の相談・支援（文京ボランティア支援センター） 

６ NPO 等によるつながりを創出した地域課題への解決支援（地域連携ステーション） 

７ 福祉サービス利用援助事業 

８ 成年後見制度利用支援 

９ 災害ボランティア体制の整備 

10 高齢者等への日常生活支援（いきいきサービス） 

11 子育ての相互援助事業（ファミリー・サポート・センター事業） 
 

また、文京区社会福祉協議会では「文京区地域福祉活動計画」を策定しています。 

地域住民をはじめ、地域福祉関係者・関係団体、社会福祉協議会など、様々な活動
主体が協働して、本計画とも連携を図りながら、計画を推進しています。 

そして、地域の皆さんが主体的に取り組み、支え合えるまちづくりを地域の皆さん
をはじめ、区、民生委員・児童委員、地域福祉関係者等と一緒に進めています。 

 
 
 
 
 

２） 計画の進行管理 

本計画を着実かつ効果的に推進するため、公募区民、福祉保健関係団体の代表者及

び学識経験者等で構成する「文京区地域福祉推進協議会」において、進行管理を行っ

ていきます。 
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本計画は、地域福祉保健計画の総論で掲げる次の基本理念及び基本目標に基づき、

高齢 者及び介護保険事業に係る施策の取組を推進していきます。 

1 基本理念 
 
 

人間性の尊重 

だれもが、個人として尊ばれ、人間性が生かされるとともに、人権が尊重される地域社

会を目指します。 
 

自立の支援 

だれもが、自分の意思に基づき、自らの選択のもとに自立した生活を営み、自己実現で

きるよう支援します。 
 

支え合い認め合う地域社会の実現 

ノーマライゼーション１やソーシャルインクルージョン２の理念に基づき、だれもが、主

体的に社会参加でき、相互に人格と個性を尊重し、支え合い、ダイバーシティ３ を推進

する地域社会の実現を目指します。 

 

健康の保持・増進 

だれもが、健康で安全な生活を享受でき、生涯を通じて健康を保持・増進することがで

きる地域社会を目指します。 
 

協働による地域共生社会の実現 

だれもが、地域の課題を把握し、解決するための活動に、当事者意識を持って、主体的

に参画・協働し、分野を超えてつながる地域づくりを推進します。 
 

男女平等参画の推進 

一人ひとりが互いに人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別に関わりなく、

その個性と能力を十分に発揮していきいきと暮らせる地域社会を目指します。 

 
１ ノーマライゼーション（normalization） 障害のある人もない人も、子どもも高齢者も、すべての人が地域で普通

（ノーマル）の生活を送ることを当然とし、共に支え合って普通の生活ができる社会を創造すること。また、その考
え方をいう。 

２ ソーシャルインクルージョン(social inclusion) すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的
な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念をいう。 

３ ダイバーシティ(diversity＆inclusion)  性別（性自認及び性的指向を含む。）、人種、国籍、宗教、経歴、障害の有
無など人それぞれの「違い」を「多様性」として認め合い、互いを尊重し、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指す
考え方をいう。 

 
第２章 地域福祉保健計画の基本理念・ 

基本目標 
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● だれもが、いきいきと自分らしく、健康で自立
した生活を営める地域社会を目指します。 

 

● だれもが、住み慣れた地域で安心して暮らせる
よう、必要な福祉保健サービスを自らの選択に
より利用でき、互いに支え合う地域社会を目指し
ます。 

 

● だれもが、地域、暮らし、生きがいをともに創り、
互いに高め合い、役割を持つことができる地域
社会を目指します。 

  

 
 

基本目標  
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１）地域環境 

①地理 

本区は、東京 23 区のほぼ中心に位置しており、５つの台地と５つの低地により成

り立っています。この台地と低地の間には、最大で 25ｍ前後の高低差があり、名が

付いた坂が 100 を超えるなど、起伏に富んだ地形となっています。 

また、面積は約 11.29km²、南北約 4.1km、東西約 6.1km、周囲は約 21km あ

り、東京 23 区中 20 番目に大きい広さとなっています。 

 

②地価水準 

本区の令和 2 年における住宅地の平均公示地価は、東京 23 区中第 5 位であり、全

国的に見ても高い地価水準となっています。 

 

③住宅 
本区の住宅の状況は、幹線道路の沿道を中心に、中高層共同住宅（３階以上の共同住宅）

の増加傾向が続いてます。住宅総戸数に対する中高層共同住宅が占める割合は、平成 20

年は 68.9％でしたが、30 年には 74.9％となっています。 
 

④教育環境 

本区では、19 の大学をはじめ、数多くの教育機関が区内各所に所在し、「文教の府」

として知られるなど、教育環境に恵まれています。 

 

⑤医療機関 

本区には、高度な医療を提供する急性期病院から、かかりつけ医・歯科医等の地域

に根差した医療を提供する診療所や薬局まで、多様な規模・機能を持つ医療機関が所

在しています。 

 

⑥交通 

本区には、近くにＪＲ駅があり、地下鉄６路線が乗り入れ、21 駅が設置されてい

ます。 

さらに、都営バスが 15 系統、コミュニティバス「B-ぐる」が２路線（千駄木・駒

込ルート／目白台・小日向ルート）運行しており、第３路線の運行を予定しています。 

 

  

 
第 3 章 高齢者を取り巻く現状と課題 

文京区の地域特性  
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２）人口の状況 

①人口の推移等 

 本区の人口は、令和 2 年 1 月１日現在で 226,114 人となっています。現状は増加傾向に

ありますが、令和 22 年以降、減少に転じると推計しています。 

 高齢者人口（65 歳以上）は、年々増加しており、令和 2 年 1 月１日現在で 43,221 人と

なっています。この傾向は、今後も続くと推計しています。 

 生産年齢人口（15～64 歳）及び年少人口（0～14 歳）は、令和 17 年以降、減少傾向に

なると推計しています。 

【図表】３－１ 人口の推移と推計 

 
※グラフ上の数値は総人口。なお、平成 22 年までは外国人を含まない。 
※ 令和 7 年度以降の推計は、「文の京」総合戦略の設定値等を用いて算出。 
資料：<平成 2～令和 2 年>住民基本台帳（各年 1 月 1 日現在） 
           

 

 
 

  



11 
 

②高齢者人口の推移 

 本区の令和 2 年 1 月１日現在における高齢化率は 19.1％となっており、区民の約５人に

１人が高齢者となっています。 

 高齢化率は平成 27 年から令和 7 年にかけて減少しますが、その後上昇傾向に転じ、令和

27 年には 25.8％、区民の約４人に１人が高齢者となると推計しています。 

 高齢者人口に占める後期高齢者（75 歳以上）の割合は、令和 7 年まで増え続けると推計

しています。令和 7 年における高齢者人口に占める前期高齢者（65 歳から 74 歳まで）

の割合と比べると、両者で 14.0 ポイントの差に拡がると推計しています。 

【図表】３－２ 高齢者人口の推移と推計 

 
※グラフ上の数値は高齢者の人口。なお、平成 22 年までは外国人を含まない。 
※令和 7 年度以降の推計は、【図表】３－１と同じ。 
資料：<平成 2～令和 2 年>住民基本台帳（各年 1 月 1 日現在）   

【図表】３－３ 高齢者人口に占める前期（後期）高齢者の割合の推移と推計 
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３）世帯の状況 

①世帯の推移 

 世帯数は、平成２年は 80,908 世帯でしたが、平成 27 年には 114,482 世帯に増加して

います。 

 １世帯当たりの人数は、平成２年は 2.19 人でしたが、平成 27 年には 1.83 人となって

おり、年々減少傾向にあります。 

【図表】３－４ 人口、世帯数と１世帯当たりの人数の推移 

 
※（注）平成 22 年までは外国人を含まない。 
※資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

 

②高齢者のいる世帯の推移 

 高齢者のいる世帯数は、年々増加傾向にあり、平成 27 年には３万世帯を超えましたが、

全世帯に対する割合は、およそ４世帯に１世帯の割合で推移しています。 

 高齢者単独世帯は、年々増加しており、平成 27 年には、高齢者のいる世帯の 41.8％を占

めています。一方、同居世帯の割合は、年々減少傾向にあります。 

【図表】３－５ 高齢者のいる世帯の推移 

  
 
※「単独世帯」は、65 歳以上の 1 人世帯、「夫婦のみ世帯」は、夫が 65 歳以上の夫婦世帯「同居世帯」は、高

齢者のいる世帯から単独世帯及び夫婦のみ世帯を除いたもの 
資料：国勢調査 
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４）高齢者の住まいの状況 

 高齢者世帯の住宅の所有の状況を見ると、高齢者夫婦のみ世帯では 86.4%、高齢者単身世

帯では 60.2%が持ち家に居住しています。 

【図表】３－６ 高齢夫婦のみ世帯、高齢者単身世帯の住まい 

 
資料：国勢調査（平成 27 年） 
 

５）死亡状況及び健康寿命 

①年齢別死亡数 

 年齢別の死亡者数を見ると、死亡年齢のピークは男性、女性ともに 85～89 歳となってい

ます。 

【図表】３－７ ５歳階級別の死亡の状況（平成 30 年度実績）     

   
資料：ぶんきょうの保健衛生（令和元年版） 
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②６５歳健康寿命   

 65 歳以上における男性と女性の平均自立期間を比較すると、男性は約 18 年、女性は約

21 年となっており、約３年の差があります。 

 寝たきり等の平均障害期間を比較すると、男性は約２年、女性は約４年となっており、約２

年の差があります。 

 男性は、女性と比較して平均自立期間及び平均障害期間ともに短い傾向があります。 

【図表】３－８ 男女別健康寿命と自立期間 

 

＜男性＞ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
＜女性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※65 歳健康寿命（歳）＝65 歳＋65 歳平均自立期間（年） 
※グラフは 65 歳の人が要介護認定（要介護２）を受けるまでの状態を「健康」と考え、その障害のために認定

を受ける年齢を平均的に表したもの。 
資料：ぶんきょうの保健衛生（令和元年版） 
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６）要介護・要支援認定者の状況 

①介護度別要介護・要支援者認定数の推移 

 平成 30 年度の要介護・要支援認定者数は、8,395 人となっています。平成 21 年度と比

較すると、1,947 人、約 30.2％の増となっています。 

 要介護・要支援認定率は、上昇から横ばい傾向に推移しており、平成 30 年度は 18.8％と

なっています。平成 21 年度と比較すると、2.4％の増となっています。 

【図表】３－９ 要介護・要支援認定者数の推移 

 
※棒グラフ上の数値は、要介護・要支援認定者数の合計値。 
 各年度末現在の実績値であり、要介護・要支援認定者数は第１号被保険者と第２号被保険者の合計値。 
 ただし、要介護・要支援認定率は第１号被保険者のみの算出  
資料：文京の介護保険（令和元年版） 

【図表】３－１０ 要介護認定率の推移 

 
資料：文京の介護保険（令和元年版）、介護保険事業状況報告月報、東京都福祉保健局月報（各年３月末現在） 
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②前期・後期高齢者〔第１号被保険者〕と要介護・要支援認定率の推移 

 第１号被保険者の前期・後期高齢者別の推移をみると、平成 19 年度までは前期高齢者が

後期高齢者を上回っていましたが、平成 20 年度以降、後期高齢者が前期高齢者を上回っ

ています。 

 前期高齢者に対する要介護・要支援認定率は、ほぼ横ばいで推移しており、平成 30 年度

は 3.8%となっています。 

 後期高齢者に対する要介護・要支援認定率は、上昇傾向から横ばいで推移しており、平成

30 年度は 32.2%となっています。 

【図表】３－１１ 前期・後期高齢者〔第１号被保険者〕と要介護・要支援認定率の推移 

 
※ 各年度末の数値。 資料：文京の介護保険（令和元年度版） 
 
 

③年齢別認定者数・認定率 

 年齢別に要介護・要支援認定を受けた人の割合を見ると、前期高齢者の認定率は 5.2％以

下に留まっています。 

 後期高齢者は、80～84 歳の認定率が 26.7％、85～89 歳が 49.7％、90 歳以降になる

と 80.7％になっており、年齢が上がるにつれ認定率が大幅に上昇しています。 

【図表】３－１２ 高齢者人口に占める認定者数・認定率 

 
※高齢者人口（令和 2 年 4 月１日現在）認定者数（令和 2 年 3 月 3１日現在） 
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④日常生活圏域と要介護認定者の状況 

 介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように、日常生活圏域が設

定されています。この日常生活圏域の区域ごとに、介護サービスや介護予防サービスを整

えるとともに、関係機関相互の連携を進めるなど、必要なサービスを切れ目なく提供する

ための環境づくりを進めています。 

 本区では富坂・大塚・本富士・駒込の４圏域に区分し、日常生活圏域としています。この４

圏域は、高齢者とのかかわりの深い民生委員と話し合い員の担当地区、警察署の管轄、友愛

活動を行っている高齢者クラブの地区とほぼ一致しています。 

 ４圏域ごとに高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）を１か所、分室を１か

所ずつ設置し、地域に密着した相談業務等を実施しています。 

 日常生活圏域ごとの高齢者人口の状況を見ると、面積の違いから富坂圏域が一番多くなっ

ていますが、高齢化率では、本富士圏域と駒込圏域がやや高くなっています。 

 要介護認定者数の割合では駒込圏域、要支援認定者数の割合では本富士圏域が他の圏域に

比べ高くなっています。 

【図表】３－１３ 日常生活圏域と高齢者等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ データは平成 29 年９月１日現在。 
※ 要介護・要支援認定者数は、住所地特例者（文京区の被保険者が区外の介護保険施設等に入所又は入居し、そ

の施設等の所在地に住所を移した場合、引き続き文京区の被保険者となる制度）を除く。 
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７）介護給付費と利用者の推移 

 介護保険制度の介護給付費は年々上昇しており、その総額は平成 18 年度の 90 億円から

平成 30 年度は 135 億円と約 1.5 倍に増加しており、特に居宅サービス給付費の割合が

高くなっています。 

 地域密着型介護サービスの利用者数は、小規模な通所介護が居宅サービスから移行した平

成 28 年度に大きく増加した後に横ばいで推移する一方、居宅サービスの利用者数は平成

28 年度から平成 29 年度にかけて大きく減少した後、平成 30 年度には増加傾向に転じて

います。 

【図表】３－１４ 介護給付費と利用者の推移 

 
※ データは、平成 18 年度から令和元年度までの実績。 
資料：文京の介護保険（令和元年版） 
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８）保険料の推移 

 第１号被保険者の基準保険料は、第７期は 6,020 円であり、第１期の 2,983 円の約 2 倍

になっています。 

【図表】３－１５ 介護保険基準保険料の推移 

 
 

９）介護サービス事業者の状況 

 平成 29 年における区内の介護サービス事業者数は、26 年と比較し、減少しています。 

【図表】３－１６ 区内の介護サービス事業者数 

 
資料：文京の介護保険（令和元年版） 
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１０）認知症について 
①認知症とは 

 脳の病気などが原因で脳の働きが悪くなると、認知機能（記憶する、思い出す、計算する、

判断するなどの機能）が低下し、生活のしづらさが現れます。 

 この状態のことを認知症といいます。65 歳未満で発症した場合、若年性認知症といわれて

います。 
 

②認知症高齢者の状況 

 要介護・要支援認定者のうち、日常生活自立度Ⅱａランク以上と判断された高齢者は、令和

２年４月 5,272 人で、全体の約 61.2％を占めています。 

【図表】３－１７ 認知症高齢者の日常生活自立度         単位：人         

 認知症高齢者の日常生活自立度 
合計 

自立 Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M 小計 

平成30年４月 1,733 1,470 914 1,383 1,355 429 820 138 5,039 8,242 

平成31年４月 1,827 1,470 911 1,421 1,423 433 804 143 5,135 8,432 

令 和  2 年４

月 

1,840 1,496 984 1,463 1,495 443 757 130 5,272 8,608 

 

【図表】３－１８ 日常生活自立度の判定基準 

ランク 判 定 基 準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

Ⅱa 
家庭外で、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られ

ても、誰かが注意していれば自立できる。 

Ⅱb 
家庭内でも、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見ら

れても、誰かが注意していれば自立できる。 

Ⅲa 
日中を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが

時々見られ、介護を必要とする。 

Ⅲb 
夜間を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが

時々見られ、介護を必要とする。 

Ⅳ 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介

護を必要とする。 

Ｍ 
著しい精神症状や問題行動（周辺症状）あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を

必要とする。 

 

 

③認知症サポート医等の状況 

 区内の認知症サポート医 1は 41 人となっています。 

 かかりつけ医認知症研修受講医師は 52 人、認知症サポート医等フォローアップ研修受講

医師は 18 人となっています。 

 

                                                   
1 認知症サポート医 国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが実施する認知症サポート医養成研修

を修了し、かかりつけ医への助言や専門医療機関等との連携の推進役を担う医師のこと。 
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１１）特別養護老人ホーム入所希望者数の推移 
 特別養護老人ホームへの入所希望者数は、平成 30 年度以降、約 420 人前後で推移してい

ます。 

 令和 2 年 4 月１日時点の入所希望者の要介護度を見ると、要介護３が 29.3％、要介護４

が 35.7％、要介護５が 35.0％となっています。 

【図表】３－１９ 特別養護老人ホーム入所希望者の推移   

 
※ 介護保険法の改正により、平成 27 年４月１日から特別養護老人ホームの入所対象者は、原則、要介護３以上

の方になっている。 
※ 本区では特別養護老人ホーム入所指針に基づき、本人の状態や介護状況を点数化し、合計点の高い人から優先

入所する制度を導入している。 
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本区では、高齢者等における日常生活の実態や介護予防・健康への取組等を把握す

るため、令和元年度に高齢者等実態調査を実施しました。その調査から見えてきた高

齢者を取り巻く現状と課題をまとめました。 

【図表】３－２０ 令和元年度高齢者等実態調査の概要 

調査 
期間 

令和元年 10 月 4 日～10 月 31 日 

調査 
対象者 

第 1 号 
被保険者 

ミドル・ 
シニア 

要介護認定者 
介護サービ
ス事業所 

介護事業従
事者 

要介護１～
５ 以 外 の
65 歳以上
の介護保険
被保険者 

要介護・要支
援認定を受
けていない
50～64 歳
の介護保険
被保険者 

在宅の要介
護認定者及
びその家族 

在宅の要介
護認定者（要
介護４・５）
及びその家
族  ※要介
護（郵送）と
重複しない 

区内で介護
サービス事
業所を運営
する事業者 

区内の介護
サービス事
業所に勤務
する介護事
業従事者 

配布数 3,000 3,000 3,000 ― 144 720 

有効回
答数 

2,079 1,607 1,555 94 85 325 

有効 
回収率 

69.3％ 53.6％ 51.8％ ― 59.0％ 45.1％ 

略 称 
第１号・ 
要支援 

ミドル・ 
シニア 

要介護 
（郵送） 

要介護 
（聞き取り） 

事業所 従事者 

※図表中の「n」は設問ごとの回答者総数 
 

１）今後希望する暮らし方等について 

①今後希望する暮らし方 
 「自宅で暮らしたい」割合は〔要介護（郵送）〕75.8%、〔第１号・要支援〕56.7%、〔ミ

ドル・シニア〕48.2%となっています。 

【図表】３－２１ 今後希望する暮らし方 

/ 

高齢者等実態調査から見た 
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②現在の生活上の不安 

 〔第１号・要支援〕、〔ミドル・シニア〕ともに「自分の健康に関すること」が最も高く、そ

の他「自分が認知症や寝たきりなどにより介護が必要になること」、「地震などの災害時の

備えや対応方法」、「介護をしてくれる人がいない」が順に高くなっています。 

【図表】３－２２ 現在の生活上の不安（複数回答、特にない・無回答を除く上位５位のみ） 

 
 

③地域とのつながり・地域活動 
 参加している活動のうち「収入のある仕事」については〔第１号・要支援〕が 24.6％に対

し、〔ミドル・シニア〕は 63.2％となっています。 

 「収入のある仕事」以外については、〔第１号・要支援〕〔ミドル・シニア〕ともに「スポー

ツ関係のグループやクラブ」「趣味関係のグループ」が多くあげられています。なお、「ボラ

ンティアのグループ」は、〔第１号・要支援〕8.0%、〔ミドル・シニア〕8.3%と少ない割

合となっています。 

【図表】３－２３ 参加している活動（複数回答） 

 
 

 地域づくりを進める活動への参加ついては、〔第１号・要支援〕56.8%、〔ミドル・シニア〕

66.0%となっています。 

【図表】３－２４ 地域づくりを進める活動 
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④認知症について 

 〔要介護（聞き取り）〕現在抱えている傷病のうち「認知症」が 53.2％と最も高くなって

います。 

【図表】３－２５ 現在抱えている傷病について（複数回答、上位３位のみ） 

 
 

 〔要介護（聞き取り）〕現在の生活を継続するにあたり、主介護者が不安に感じる介護等の

うち、「認知症への対応」は 34.1％となっています。 

【図表】３－２６ 現在の生活を継続するにあたり、主介護者が不安に感じる介護等 
（複数回答、上位 5 位のみ） 

 
 

 認知症のケアや支援制度について知っていることについて、いずれの対象者も「認知症の

診断を受け治療することで、進行を遅らせることができるが最も多くなっています。 

【図表】３－２７ 認知症のケアや支援制度について知っていること 
（複数回答、上位５位のみ） 
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 認知症に関する区の事業について「知っているものはない」が〔要介護（郵送）〕50.0％、

〔第１号・要支援〕51.7％、〔ミドル・シニア〕64.9％となっています。 

【図表】３－２８ 認知症に関する区の事業の認知度（複数回答、上位５位のみ） 

 
 

 認知症に関する相談で利用すると思う窓口・機関については、〔要介護（郵送）〕〔第１号・

要支援〕では「かかりつけ医、又は認知症サポート医」、「高齢者あんしん相談センター」が

多いのに対し、〔ミドル・シニア〕では「医療機関専門外来」、「かかりつけ医、又は認知症

サポート医」が多くなっています。 

【図表】３－２９ 利用が想定される認知症相談窓口について（複数回答、上位５位のみ） 
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 認知症についての情報収集の方法は、〔要介護（郵送）〕〔第１号・要支援〕が「医療機関の

相談窓口」、「家族、知人、友人の口コミ」が多いのに対し、〔ミドル・シニア〕では「医療

機関が発信するインターネットの情報」、「行政機関が発信するインターネットの情報」が

多くなっています。 

【図表】３－３０ 認知症についての情報収集の方法（複数回答、上位５位のみ） 

 
 

 認知症に対する本人や家族への支援として「介護者が休息できるよう、認知症の方を預か

るサービス」、「認知症の診断を受けた直後に、サービスの情報提供や精神的サポートなど

を受けられる支援」が上位となっています。 

【図表】３－３１ 認知症高齢者のいる家族に必要な支援（複数回答、上位５位のみ） 

 
 

主な課題等 
 

 高齢者の単独世帯が増える中、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域で高齢

者を見守る体制の強化が課題となります。 

 地域活動に参加するためのきっかけづくりや高齢者の生きがいづくり、地域活動団体

へつなぐための支援が課題となります。 

 興味のある分野でボランティア活動等ができるよう、様々な活動の場を整えることが

課題となります。 

 認知症について、介護者への支援や早期からの適切な診断や対応等を行うための情報

提供、相談・連携体制の構築が課題となります。 

 認知症になっても人として尊重され、希望をもって自分らしく生きることができるよ

う、地域の理解や協力が課題となります。 
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２）区に力を入れてほしい高齢者施策・介護保険事業等に

ついて 

①高齢者施策・介護保険事業について区に力を入れてほしいこと 

 〔要介護（郵送）〕区に力を入れてほしい事業について「特別養護老人ホームなどの施設サ

ービスの充実」が 40.1％、「介護保険サービスの情報提供」が 38.4％、「認知症高齢者に

対する支援」が 38.2％となっています。 

【図表】３－３２ 高齢者施策、介護保険事業について、区に力を入れてほしいこと 
（複数回答、上位５位のみ） 

 
 

②高齢者あんしん相談センターの認知度 
 高齢者あんしん相談センターについて、「知らない、聞いたことがない」割合が〔要介護（郵

送）〕18.0%、〔第１号・要支援〕30.4％、〔ミドル・シニア〕51.8%となっています。 

【図表】３－３３ 高齢者あんしん相談センターの認知度（複数回答） 

 
 

主な課題等 
 

 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための医療・介護サービスの充実が課題とな

ります。 

 ミドル・シニア世代を中心に高齢者あんしん相談センターの認知度を高めることが課

題となります。 
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３）医療について 

①かかりつけ医等について 

 「かかりつけの医師がいる」は、〔要介護（郵送）〕では、94.3%、〔第１号・要支援〕82.7%、

〔ミドル・シニア〕、62.4%となっています。 

 「かかりつけの歯科医師がいる」は〔要介護（郵送）〕では、43.8%、〔第１号・要支援〕

58.2%、〔ミドル・シニア〕48.7％となっています。 

 「かかりつけの薬局がある」は、〔要介護（郵送）〕54.6%、〔第１号・要支援〕43.0%、

〔ミドル・シニア〕23.8%となっています。 

【図表】３－３４ かかりつけ医等の有無（複数回答） 

 
 

 
 〔第１号・要支援〕在宅医療を認知したきっかけは、「医療機関からの紹介」13.9％、「「退

院までの準備ガイドブック」、「文京かかりつけマップ」など区の出版物」10.0％となって

います。 

【図表】３－３５ 在宅医療認知の経緯（複数回答） 

 
 

②訪問診療について 

 〔要介護（聞き取り）〕訪問診療について「利用している」が 77.7％となっています。 

【図表】３－３６ 訪問診療の利用の有無（n=94） 
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 １年間に訪問による治療（往診）を受けた割合は、「受けていない」が〔要介護（郵送）〕

53.6％〔第１号・要支援〕82.4%、となっています。 

【図表】３－３７ １年間に受けた訪問診療（往診）科目 
（複数回答、無回答を除く上位５位のみ） 

 

 

③医療連携の取組（事業所） 

 〔事業所〕医療との連携に取り組んでいる割合は 85.9%で、「入退院時に医療関係者と介

護サービス担当者とで打合せ」が 80.0%で、「主治医や病院の地域連携室等との連携」が

65.9%、「個別ケース会議の実施」が 34.1%で、「関係者間で情報を共有するシステムの

活用」が 24.7%となっています。 

 〔事業所〕医療との連携を進めるために必要だと思うことに対する意見として、「連携を深

めるための関係づくり」、退院後の情報をはじめとする「情報提供・情報共有」、SNS 等を

利用した「連絡手段・ツール」についての意見がありました。 

【図表】３－３８ 医療連携取組（複数回答） 
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④地域で暮らし続けるために必要なこと 

 いずれの対象者も、住み慣れた地域で暮らし続けるために必要なことは「往診などの医療

サービスが整っている」、「夜間や緊急時でも利用できる介護サービスがある」が上位とな

っています。 

【図表】３－３９ 地域で暮らし続けるために必要なこと（複数回答、上位５位のみ） 

 
 

 
⑤終末期を迎える場所の希望 
 終末期を「自宅」で迎えたいと希望する人の割合は〔要介護（郵送）〕55.1%、〔第１号・

要支援〕39.7%、〔ミドル・シニア〕38.5%となっています。 

【図表】３－４０ 終末期をどこで迎えたいか 

 
 

主な課題等 
 

 ミドル・シニアへのかかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の普及促進が

課題となります。 

 今後の在宅療養生活の増加を見据えた、在宅医療体制が必要となります。 

 介護サービス事業者と医療機関間の情報共有、連携促進が課題となります。 

 高齢者の健康促進、介護予防の窓口役・相談役としての医療機関の連携強化が課題と

なります。 
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４）介護サービス等について 

①介護サービスの利用について 

 〔要介護（郵送）〕今後、利用したい介護保険サービスは、「福祉用具」が 27.8%で最も高

く、次いで「通所介護（デイサービス）」、「訪問介護（ホームヘルプ）」、「ショートステイ」

となっています。 

【図表】３－４１ 今後利用したい介護保険サービス（複数回答、上位５位のみ） 

 
 
 現在、利用している「介護保険サービス以外」の支援・サービスは、〔要介護（郵送）〕は「掃

除・洗濯」が 11.4％、〔要介護（聞き取り）〕は「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」

が 31.9％が最も多くなっています。 

【図表】３－４２ 介護保険サービス以外の支援・サービス利用状況 
（複数回答、利用していない・無回答を除く上位５位のみ） 

 
 

 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは、〔要介護（郵送）〕〔要介護（聞き

取り）〕ともに「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が最も多くなっています。 

【図表】３－４３ 今後の在宅生活継続に必要と感じる支援・サービス 
（複数回答、特にない・無回答を除く上位５位のみ） 
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②介護者が不安に感じる介護等について 

 現在の生活を継続するにあたり、主介護者が介護面で不安に感じることは、回答者に要介

護１～２が多い〔要介護（郵送）〕で「外出の付き添い、送迎等」37.0％、「認知症状への

対応」35.5％であり、要介護４～５が多い〔要介護（聞き取り）〕で「夜間の排泄」が 35.3％、

「認知症への対応」34.1％があげられています。 

【図表】３－４４ 現在の生活を継続するにあたり、主介護者が不安に感じる介護等 
（複数回答、上位５位のみ） 

 
 

 〔要介護（郵送）〕主介護者に相談相手・相談機関は、「ケアマネジャー」69.2％、「家族・

親族」54.8％となっています。 

【図表】３－４５ 主介護者の相談相手・相談機関（複数回答、上位５位のみ） 

 
 

③事業所における取組状況について 

 〔事業所〕サービスの質を向上させるための取組は、「事業所内での研修・講習会」が 82.4％、

「苦情・相談の受付体制の整備」が 69.4％となっています。 

【図表】３－４６ サービスの質を向上させるための取組（複数回答、上位５位のみ） 
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④介護を行う家族への支援 

 〔要介護（郵送）〕要介護者が「家族又は親族の介護を受けている」割合は、71.7%となっ

ています。 

【図表】３－４７ 家族又は親族からの介護を受けているか（ｎ＝1,555） 

 
 

 介護を行っている主な人は、〔要介護（郵送）〕〔要介護（聞き取り）〕ともに「子」が最も多

くなっています。 

【図表】３－４８ 介護を行っている主な人 

 
 

 主介護者が「調査対象高齢者本人以外の人の介護や子育て等をしている」が〔要介護者（郵

送）〕18.9％、〔要介護者（聞き取り）〕21.2％、〔第 1 号・要支援〕20.9％、〔ミドル・シ

ニア〕36.8％となっています。 

【図表】３－４９ 今介護している人以外に他の人の介護や子育て等をしているか 
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 仕事と介護の両立のための勤務先からの効果的な支援について、〔要介護（郵送）〕では、

「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」の回答率が高く、〔要介護（聞き取

り）〕では、「介護をしている従業員への経済的支援」の回答率が高くなっています。 

【図表】３－５０ 介護者の希望する就業支援（複数回答、上位５位のみ） 

 
 

⑤介護サービス利用者家族について 
 〔事業所〕利用者家族の「ひきこもり」と思われるケースの有無について、「ある」が 30.6%

あり、対象者を把握している事業所によると「ひきこもりと思われる家族の続柄」は、「子」

が 85.2%となっています。 

【図表】３－５１ 利用者の家族の“ひきこもり”と思われるケース 

 
 

 〔事業所〕「利用者家族のダブルケアの有無」について、「ある」が 41.2%となっています。 

【図表】３－５２ 利用者家族のダブルケアの有無 
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 ヤングケアラーの有無については、「ある」が 11.8%となっています。ヤングケアラーの

続柄は「孫」が 41.2%で最も多く、次いで「子」が 35.3%となっています。 

【図表】３－５３ ヤングケアラーのケース内容 

 
 

 

⑥事業所取組について 
 〔事業所〕高齢者の権利擁護や虐待防止のために実施していることが「ある」事業者は

90.5%あります。 

【図表】３－５４ 高齢者の権利擁護や虐待防止のために実施していること（複数回答） 

 
 

 

主な課題等 
 

 高齢者人口の増加を見据え、利用者のニーズを反映した介護サービスの提供が課題と

なります。 

 高齢者や家族介護者を適切に介護サービスの利用につなげられる環境づくりが課題と

なります。 

 仕事をしながらの介護、老老介護、ダブルケアやヤングケアラーなど様々な形で介護

を担わなければならない家族への支援が課題となります。 

 ひきこもりなど顕在化しにくい問題を抱える家庭に手を差し伸べやすい環境づくりが

課題となります。 

 高齢者虐待を未然に防止するため、早期発見とともに関係機関との連携体制の強化が

課題となります。 
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５）介護人材について 

①介護人材確保・育成・定着について（事業所） 

 〔事業所〕平成 30 年度の従業員採用数は 169 人で、離職者数の 119 人を上回っていま

す。 
 

【図表】３－５５ 平成 30 年度の従業員採用者数と離職者数 

 
 

 〔事業所〕従業員を不足と感じている割合は 54.1％で、そのうち不足と感じる理由では

「採用が困難」が最も多く 60.9％となっています。採用が困難な原因として「待遇面の問

題」35.7％、「給与面の問題」32.1％が上位 2 項目となっています。 

【図表】３－５６ 従業員全体の過不足状況（n=85） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

不足と感じている 

54.1% 
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 〔事業所〕今後取り組みたい人材確保策として、「ICT の活用」30.6％、次いで「高齢者の

介護助手」22.4％、「在留資格『介護』『技能実習』『特定技能１号又は２号』による外国人

労働者の受入」11.8％となっています。 

【図表】３－５７ 今後取り組みたい人材確保策（複数回答、その他・無回答を除く） 

 
（注）EPA･･･経済連携協定（Economic Partnership Agreement）のことです。 
ＩＣＴ･･･情報通信技術（Information and Communication Technology）のことです。 
介護助手･･･明確な定義はありませんが通常、掃除やベッドメーク、食事の配膳など介護の周辺業務を手掛ける職

員を指します。1 日 3 時間、週 3 日程度で勤務するケースが多く、高齢者の活躍の場として活かすことが
でき、介護職員の負担軽減につながるとして評価されています。 

 

 
 〔事業所〕介護福祉機器については、「介護記録をタブレット等で記録・管理する ICT 機器」

が 23.5％、「ベッド」が 22.4％となっています。 

【図表】３－５８ 介護福祉機器（介護ロボット・ＩＣＴ機器等）の導入状況 
（複数回答、上位５位のみ） 

 
 

 人材の育成・定着のために有効なポイントとして、「働きやすい環境整備」89.4％、「給与・

待遇」71.8％、「良好な従事者間管のコミュニケーション」が 51.8％となっています。 

【図表】３－５９ 人材の育成・定着のために有効なポイント（複数回答、上位５位のみ） 
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 〔従事者〕介護人材を確保・定着するために必要なことは「基本賃金の水準を引き上げる」

が 83.4％、「休暇制度・労働時間等の勤務条件を改善する」が 45.5％となっています。 

【図表】３－６０ 介護に携わる人材を増やすために必要なこと 
（複数回答、上位５位のみ） 

 
 

②区からの支援について 
 〔事業所〕高齢者福祉施策や介護保険制度について区からの支援を望む項目として、「人材

確保のための支援」や、「研修、勉強会の実施について」、「介護サービスについて」などが

挙げられています。 

【図表】３－６１ 高齢者福祉施策や介護保険制度について望む区からの支援 

 
 

主な課題等 
 

 
 学生、介護経験者、元気高齢者、外国人など多様な介護人材の確保に向けた情報提

供、事業所支援等が課題となります。 

 従事者の待遇・給与改善、採用活動・人材育成支援等など、介護サービス事業所への

人材確保・定着の支援が課題となります。 

 従事者の身体的負担軽減や業務効率向上のための事業者支援が課題となります。 

 事業所または従事者向けの研修支援・機会等の提供、参加支援が課題となります。 

 事業者と行政との連携強化が課題となります。 
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６）住まいについて 

①居住形態について 

 〔いずれの対象者も「持ち家」が最も多く、「持ち家」と「分譲マンション」を合わせると

70%を超えています。 

【図表】３－６２ 住居形態 

 
 

 介護が必要な状態になった場合にも住み続けられる住まいである割合は、〔要介護（郵送）〕

が 65.6%、〔第１号・要支援〕が 55.7%であるのに比べて、〔ミドル・シニア〕は 45.5%

となっています。 

【図表】３－６３ 今後介護が必要な状態になった場合に住み続けられる住まいか 

 
 

 〔要介護（郵送）〕施設等への入所・入居の検討状況は、要介護１～４で「入所・入居は検

討していない」が最も多いが、「入所・入居を検討している」と「すでに入所・入居の申し

込みをしている」人の割合は、要介護度が上がるほど高くなり、要介護度５になると「入

所・入居は検討していない」との割合が逆転します。 

【図表】３－６４ 施設等への入所・入居について 
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②住まいについての不便や不安 

 〔第１号・要支援〕、〔要介護（郵送）〕は、「老朽化や耐震に不安がある」が最も多く、〔ミ

ドル・シニア〕は「居室などに手すりがない、または段差があり不便である」が多くなって

います。 

【図表】３－６５ 住まいについて不便や不安を感じていること  

（複数回答、その他・特にない・無回答を除く上位５位のみ） 

 
 
 

主な課題等 
 

 
 住み慣れた地域の中で、自立して住み続けるための支援が課題となります。 

 賃貸住宅への入居や高齢者向け施設への入所など高齢者の希望に応じた住まいの確保

が課題となります。 
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７）健康で豊かな暮らしへのニーズ 

①日常生活について 

 〔第１号・要支援〕運動器の機能について、「低下あり」が 9.5%、「低下なし」が 86.7%

となっています。 

【図表】３－６６ 運動器の機能低下（n=2,079） 

 
 

 〔第１号・要支援〕認知機能について、「低下あり」が 41.7%、「低下なし」が 54.0%と

なっています。 

【図表】３－６７ 認知機能の低下（n=2,079） 

 
 

 車の運転について「運転している」16.6%、「免許は持っているが運転していない」19.2%、

「免許を持っていたが返納した」16.7%、「免許の更新は行わなかった」8.0%となってい

ます。 

【図表】３－６８ 運転状況、免許返納について（n=2,079） 
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 〔第１号・要支援〕閉じこもり傾向については、「あり」が 8.6％となっています。 

 
 

②健康増進・介護予防の取組について 

 健康の維持・増進や介護予防について「取り組んでいることがある」割合は、〔第１号・要

支援〕が 60.8%、〔ミドル・シニア〕が 60.9%、〔要介護（郵送）〕が 43.1%となってい

ます。 

【図表】３－６９ 健康の維持・増進や介護予防のための取り組み 

 
 

 

 健康維持・増進に取り組んでいない主な理由は、〔要介護（郵送）〕では、「面倒で気がすす

まないから」26.9%、「興味を持てないから」14.7％、〔第１号・要支援〕「仕事をしてい

るから」22.9%、次いで「もう少し体の状態に自身がなくなってからでも遅くないから」

22.2%となっています。〔ミドル・シニア〕では、「仕事をしているから」56.6%、「面倒

で気が進まないから」22.3%となっています。の順となっています。 

【図表】３－７０ 取り組んでいない主な理由 
（複数回答、特に理由はない・無回答を除く上位５位のみ） 
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③健康増進・介護予防のために今後取り組んでみたいこと 

 いずれの対象者も今後取り組んでみたいことがある人の割合は高く、具体的な取り組みと

して〔第１号・要支援〕では、「栄養バランスに気をつけて食事をする」63.3%、〔ミドル・

シニア〕では、「自分で定期的な運動や体力づくりの取り組みをする」67.5%、〔要介護（郵

送）〕では、「栄養バランスに気をつけて食事をする」47.5%が最も高くなっています。 

【図表】３－７１ 健康の維持・増進や介護予防のために取り組んでみたいこと 
（複数回答、上位５位のみ） 

 
 
 

主な課題等 
 

 
 健康維持・増進及び介護予防に関心を持ち、取組につなげていくことが課題となりま

す。 

 健康維持・増進及び介護予防のため、高齢者の筋力、認知機能、口腔機能の維持やう

つ病対策などに対する日常のケアや機能低下時の適切な診療・支援等が受けられる環

境づくりが課題となります。 

 高齢者の閉じこもりを防ぎ、安全に安心して外出できるような環境をつくることが課

題となります。 

 ミドル・シニア世代が、現役引退後も健康的ではりのある生活をおくることができる

よう、地域で活躍できる就業の機会や場の確保が課題となります。 
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８）災害や感染症対策等について 

①危機管理の体制について 

 〔事業所〕区内介護サービス事業所のうち災害発生時に向けた準備・対策に取り組んでい

る事業所は 95.3％で、「災害発生時対応マニュアルの整備」が 68.2％、次いで「緊急連絡

網の作成」が 62.4％、「家族との連絡手段の確保が 50.6％となっています。 

【図表】３－７２ 災害発生時に向けた準備・対策（複数回答） 

   
 
 
 
 

 〔事業所〕「BCP を策定している」は 16.5％（前項の表参照）であるが、BCP が未策定

の理由として、「作り方がわからない」32.9％、「時間がない」17.1％となっています。 

【図表】３－７３ 作成していない主な理由 
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 〔事業所〕災害発生時の避難や安否確認に関する訓練の実施状況について、「事業所単独で

実施している」が 47.1％、「地域（町会等）と合同で実施している」が 10.6％となってい

ます。 

【図表】３－７４ 災害発生時の避難や安否確認に関する訓練の実施状況 

 
 

 〔事業所〕区内介護サービス事業所での感染症等の予防対策について、「特に行っていない」

事業所はなく、何らかの対策が実施されています。具体的には「衛生用品等（マスク、手袋、

消毒液等）の購入」が 87.1％、「感染症予防マニュアルの整備」が 76.5％、「事業所内の

設備等について日々清掃、・消毒の徹底」が 74.1%となっています。 

【図表】３－７５ 感染症等の予防対策の実施状況（複数回答） 
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②たすけあいについて 

 病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人について、〔第１号・要支援〕で

は、「配偶者」54.3%、「別居の子ども」26.9%、〔ミドル・シニア〕では、「配偶者」62.7％、

「兄弟姉妹・親戚・親・孫」44.8%となっています。 

【図表】３－７６  看病や世話をしてあげる人 
（複数回答、そのような人はいないを除く上位５位のみ） 

 
 
 

主な課題等 
 

 災害時や緊急時における事業所の迅速かつ適切な対応を支援する取組が課題となりま

す。 

 新型コロナウイルス感染症のような状況における介護サービス基盤の確保が課題とな

ります。 

 避難生活が困難な方への対応や、在宅生活が継続できるよう住宅への防災対策が課題

となります。 
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高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり 

～地域包括ケアシステムの実現～ 
 

認知症高齢者、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯の増加が予想される中、区

では、団塊世代が 75 歳以上となる令和 7 年（2025 年）に向け、高齢者が可能な限

り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した生活を可能としていくため、医

療、介護、介護予防、住まい及び自立した生活の支援が包括的に確保される「地域包

括ケアシステム」の取組を積極的に推進していきます。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して豊かに暮らし続けられる地域づくりを推進する

ため、以下４つの主要項目を大きな柱として施策を進めていきます。 

 

 

 

地域住民をはじめ各関係機関が、新たな感染症の感染拡大という状況にあっても、

相互にその機能を補完し協力しながら地域全体で高齢者の暮らしを守り、ともに助け

合う支援体制を推進することが重要です。 

そのため、元気高齢者をはじめとする区民が、日常の多様な活動を通じて自分らし

く活躍しながら、地域における高齢者の日常生活をサポートする地域コミュニティを

育成していきます。 

また、介護の専門職による公的なサービスに加え、ボランティア、ＮＰＯ、地域団

体等が提供するサービスを効果的に展開できるよう支援していきます。 

さらに、医療と介護を必要とする高齢者や認知症の人を地域で支えるため、切れ目

のない在宅医療と介護の連携の取組を推進していきます。 

併せて、介護を行っている家族等の心身の負担や孤立感等を軽減させるため、相談

体制や情報提供等の充実を図るとともに、高齢者の尊厳ある暮らしが確保されるよう、

権利擁護を推進する関係機関との連携を図っていきます。 

 
 

 

介護が必要になっても安心して暮らせる住まいが確保され、かつ、その中で有する

能力に応じ、自立した日常生活を営むことを可能にすることが重要です。 

そのため、居宅サービスをはじめ、その人に合った地域密着型サービスなどの介護

保険サービスを適切に提供する更なるサービス基盤の充実とともに、介護サービス事

業者のスキルアップを支援し、質の高い介護サービスが確保される取組を推進してい

きます。 

  

在宅サービス等の充実と 

 
 

 
第４章 主要項目及びその方向性 
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さらに、これらの介護サービスを支える人材について、その創出に取り組むととも

に、人材の確保・定着に向けた事業者等への支援を包括的に行っていきます。 

また、安心して暮らせる住まいの確保と住まい方の支援を不動産関係団体や居住支

援団体と連携して推進するとともに、高齢者のための施設を整備していきます。 

 

 

 

 
 

高齢になっても自分らしい豊かな生活を送るため、健康を維持し、住み慣れた地域

の中でつながりと生きがいを持っていきいきと暮らせることが重要です。 

そのため、高齢者ができるだけ長く健康な状態を維持・増進するための取組を推進

していきます。 

さらに、介護等が必要になる状態を予防するとともに、そのような状態になっても

軽減又は悪化の防止を図ることで、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送

ることができる取組を推進していきます。 

また、これまで生活の中心が職場にあった団塊の世代やひとり暮らし高齢者が、生

涯学習や趣味の活動等を通じて生きがいを見つけ、様々な形で地域とのつながりを深

める仕組みづくりを推進していきます。 
 
 
 

 
 

緊急・災害時に自力で避難することが困難な高齢者への支援体制を推進することが

重要です。 

そのため、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の方が急病や事故等で緊急対応が

必要になった場合、適切な対応や連絡が行えるよう高齢者緊急連絡カードの利用促進

を図るとともに、日々進歩する情報通信機器等の効果的な活用について検討を進めて

いきます。 

また、災害時に自力で避難することが困難な高齢者等（避難行動要支援者）の安否

確認や避難誘導等を円滑かつ迅速に行えるよう、区民防災組織、民生委員・児童委員、

警察、消防等の関係機関との相互連携を図るとともに、より実効性のある体制づくり

を構築していきます。 

併せて、避難所での生活が著しく困難な高齢者が安心して避難できる福祉避難所を

拡充するとともに、地震に強い住まいづくりへの支援を推進していきます。 

さらに、介護保険サービスを提供する事業者が災害時や新たな感染症の拡大時等に

も通所者や入所者の安全を確保し、かつ、そのサービスを継続して提供できるよう関

係機関と連携して支援していきます。 
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大項目 小項目 計 画 事 業 

１ 
                            

１  高齢者等によ

る支え合いの

しくみの充実 

1 ハートフルネットワーク事業の充実 

地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
し
く
み
の
充
実 

 

2 文京区地域包括ケア推進委員会の運営 

3 地域ケア会議の運営 

4 小地域福祉活動の推進 

5 民生委員・児童委員による相談援助活動 

6 話し合い員による訪問活動 

7 みまもり訪問事業 

8 高齢者見守り相談窓口事業 

9 高齢者クラブ活動（友愛活動）に対する支援 

10 社会参加の促進事業 

11 シルバー人材センターの活動支援 

12 シルバーお助け隊事業への支援 

13 いきいきサービス事業の推進 

14 ボランティア活動への支援 

15 ミドル・シニア目線を活かした発信力強化事業 

16 地域活動情報サイト 

２ 医療・介護の連

携の推進 

1 地域医療連携の充実 

2 在宅医療・介護連携推進事業 

3 「かかりつけ医・歯科医・薬剤師」の定着 

 

 

凡例 ・      は、計画事業量を掲げ、進行管理の対象とする事業です。 

・他の分野別計画で進行管理を行う事業は、事業名の後に当該分野別計画の頭文字と事

業番号を記載しています。 

地…地域福祉保健の推進計画  保…保健医療計画 

  

計画の体系 1 

 

第５章 計画の体系と計画事業 
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大項目 小項目 計 画 事 業 

１ 
                           

 

３  認知症施策の

推進 

1 認知症に関する講演会・研修会 

地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
し
く
み
の
充
実 

 

2 認知症相談 

3 認知症ケアパスの普及啓発 

4 認知症地域支援推進員の設置 

5 認知症支援コーディネーターの設置 

6 認知症サポート医・かかりつけ医との連携 

7 認知症初期集中支援事業 

8 認知症サポーター養成講座 

9 認知症家族交流会・介護者教室・認知症カフェ 

10 認知症の症状による行方不明者対策の充実 

11 認知症ともにパートナー事業 

12 認知症ともにフォローアッププログラム 

13 若年性認知症への取組 

14 生活環境維持事業 

４  家族介護者へ

の支援 

1 仕事と生活の調和に向けた啓発 

2 認知症初期集中支援推進事業【再掲】 

3 認知症サポーター養成講座【再掲】 

4 認知症家族交流会・介護者教室・認知症カフェ【再掲】 

5 高齢者あんしん相談センターの機能強化【再掲】 

6 緊急ショートステイ【再掲】 

５ 相談体制・情報

提供の充実 

1 高齢者あんしん相談センターの機能強化 

2 文京ユアストーリー 

3 老人福祉法に基づく相談・措置 

4 介護保険相談体制の充実 

5 高齢者向けサービスの情報提供の充実 

6 文京区版ひきこもり総合対策 

６  高齢者の権利

擁護の推進 

1 福祉サービス利用援助事業の促進 

2 福祉サービスに対する苦情申立・相談対応の充実 

3 成年後見制度利用支援事業 

4 法人後見の受任 

5 権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの構築 

6 高齢者虐待防止への取組強化 

7 悪質商法被害等防止のための啓発及び相談 
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大項目 小項目 計 画 事 業 

２ 

１  介護サービス

の充実 

1 居宅サービス 

在
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
充
実
と
多
様
な
住
ま
い
方
の
支
援
や
取
組 

 

2 施設サービス 

3 地域密着型サービス 

4 事業者への実施指導・集団指導 

5 介護サービス情報の提供 

6 給付費通知 

7 公平・公正な要介護認定 

8 主任ケアマネジャーの支援 

9 福祉用具購入・住宅改修に係る利用者宅訪問調査 

10 生活保護受給高齢者支援事業 

２ ひとり暮らし・

身体能力が低

下した高齢者

等への支援 

1 高齢者自立生活支援事業 

2 高齢者日常生活支援用具の給付等事業 

3 院内介助サービス 

4 高齢者訪問理美容サービス 

5 高齢者紙おむつ支給等事業 

6 ごみの訪問収集 

7 歯と口腔の健康 

３  介護サービス

事業者への支

援 

1 介護サービス事業者連絡協議会 

2 ケアマネジャーへの支援 

3 ケアプラン点検の実施 

4 福祉サービス第三者評価制度の利用促進 

４  介護人材の確

保・定着への支

援 

1 介護人材の確保・定着に向けた支援 

2 介護施設ワークサポート事業 

５  住まい等の確

保と生活環境

の整備 

1 居住支援の推進 

2 高齢者住宅設備等改造事業 

3 住宅改修支援事業 

4 高齢者施設の整備（特別養護老人ホーム） 

5 高齢者施設の整備（介護老人保健施設） 

6 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 

7 緊急ショートステイ 

8 公園再整備事業 

9 文京区バリアフリー基本構想の推進 

10 文京区福祉のまちづくりに係る共同住宅等整備要綱に基づく指導 

11 道のバリアフリーの推進 
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大項目 小項目 計 画 事 業 

３ 

１  健康づくりの

推進 

1 健康相談 

健
康
で
豊
か
な
暮
ら
し
の
実
現 

 

2 健康診査・保健指導 

3 高齢者向けスポーツ教室 

4 高齢者いきいき入浴事業 

5 高齢者クラブ活動（健康づくり）に対する支援 

２ フレイル予防・

介護予防の推

進 

1 短期集中予防サービス 

2 介護予防把握事業 

3 介護予防普及啓発事業 

4 介護予防ボランティア指導者等養成事業 

5 文の京フレイル予防プロジェクト 

6 地域リハビリテーション活動支援事業 

3 日常生活支援

の推進 

1 訪問型・通所型サービス 

2 介護予防ケアマネジメントの実施 

3 生活支援体制整備 

4 地域介護予防支援事業（通いの場） 

4 生涯学習と地

域交流の推進 

1 アカデミー推進計画に基づく各種事業 

2 文京いきいきアカデミア（高齢者大学） 

3 生涯にわたる学習機会の提供 

4 高齢者クラブ活動（学習と交流）に対する支援 

5 いきがいづくり世代間交流事業 

6 いきがいづくり文化教養事業 

7 いきがいづくり敬老事業 

8 ふれあいいきいきサロン 

9 福祉センター事業 

10 長寿お祝い事業 

11 シルバーセンター等活動場所の提供 
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大項目 小項目 計 画 事 業 

４ 

１  避難行動要支

援者等への支

援 

1 避難行動要支援者への支援 

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
の
体
制
づ
く
り 

2 災害ボランティア体制の整備 

3 高齢者緊急連絡カードの整備 

4 救急通報システム 

5 福祉避難所の拡充 

２  災害に備える

住環境対策の

推進 

1 耐震改修促進事業 

2 家具転倒防止器具設置費用助成 

３  災害に備える

介護サービス

事業者への支

援 

1 事業継続計画マニュアル等の作成支援 

2 
介護サービス事業者連絡協議会を通じた災害等に関する

情報提供 
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１ 地域でともに支え合うしくみの充実 

 

1-1） 高齢者等による支え合いのしくみの充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう、地域の関係者

が相互に連携し、見守り、支え合う体制を強化するため、各団体の活動を支援します。 

また、見守りや高齢者の日常生活等をサポートする体制づくりのため、元気高齢者

をはじめとする多様な人材を発掘・支援し、サービスの担い手となっていくような取

組を進めていきます。 
 

１－１－１ ハートフルネットワーク事業の充実  

事業概要 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、関係協力機

関、高齢者あんしん相談センター及び区が相互に連携して地域全体で高齢

者の見守り、声かけ等を行うとともに、異変等を発見した場合には迅速に

対応できる体制を構築する。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ５年度末 

ハートフルネットワーク協力機関数 653 団体  

 

１－１－２ 文京区地域包括ケア推進委員会の運営  

事業概要 

高齢者の介護、介護予防等に関し、地域の実情を反映させた包括的な地

域ケアを効果的に推進するため、高齢者あんしん相談センターの運営など

地域包括ケアの推進に関することを協議及び検討する委員会を運営する。 

 また、区全域レベルの地域ケア会議の機能を兼ねることで、区全体の課

題を抽出し各種施策の実現につなげる。 

 

１－１－３ 地域ケア会議の運営  

事業概要 

各高齢者あんしん相談センターを中心に、個別ケースの検討を通じたケ

アマネジメント支援及び地域課題の把握や課題解決のための地域包括支

援ネットワークの構築を図る。 

 また、区においては、個別課題及び地域課題の検討の蓄積から区全体の

課題を抽出し、施策に取り入れていく。これら各検討会議の内容を相互に

反映させることにより、地域包括ケアシステムの構築を推進する。 

3 年間の 

事業量 
 

計画事業 ２ 
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１－１－４ 小地域福祉活動の推進  

事業概要 

地域福祉コーディネーターを配置し、町会・自治会単位の小地域で起き

ている課題を掘り起こし、その解決に向けた取組を地域の人とともに考

え、関係機関等と連携することで「個別支援」や「地域の生活支援の仕組

みづくり」を行い、地域の支え合い力を高める。 

 また、地域で解決できない問題や、既存の制度・サービスがない課題を

解決する仕組みづくりを行う。【社会福祉協議会実施事業】 

3 年間の 

事業量 
 

 

１－１－５ 民生委員・児童委員による相談援助活動  

事業概要 

民生委員・児童委員は、地域住民の介護の悩みや子育ての不安、障害者

の生活上の困りごと、経済的困窮など福祉に関する様々な相談に応じ、支

援を必要とする人と行政機関を繋げるパイプ役を担っている。 

 また、高齢者の孤立を防ぐ居場所作りや、子育てサロンの運営及び乳幼

児健診への協力などの予防的福祉活動を行っている。敬老金の配付、緊急

連絡カード調査などの区の事業への協力、災害対策への参加など様々な活

動をしている。区は民生委員・児童委員への支援や連携を通じて、地域社

会の中で生活上の様々な問題を抱えている方への相談及び援助活動を行

う。 

 

１－１－６ 話し合い員による訪問活動  

事業概要 

地域のひとり暮らし高齢者等の孤独感や不安感を和らげるため、話し合

い員が定期的に対象者の自宅を訪問し、話し相手となるほか、生活や身の

上の相談に応じ、区と連携して必要なサービスや支援につなげていく。 

 また、民生委員、高齢者あんしん相談センター等と連携した見守り活動

を行う。 

 

１－１－７ みまもり訪問事業  

事業概要 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域のボラ

ンティア（みまもりサポーター）が自宅を定期的に訪問するなどして、安

否確認を行う。【社会福祉協議会実施事業】 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

利用者数 70 人    

まもりサポーター数 65 人    
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１－１－８ 高齢者見守り相談窓口事業  

事業概要 

高齢者の在宅生活の安心を確保するため、各日常生活圏域の高齢者あん

しん相談センターの本所又は分室に、見守り相談窓口を設置する。専任職

員（見守り相談員）による高齢者への戸別訪問や見守り相談を通じ、生活

実態の把握に努め、早期に必要な支援につなげる。 

 
 

１－１－９ 高齢者クラブ活動（友愛活動）に対する支援  

事業概要 

クラブ会員による一声かけ運動、話し相手（情報提供、外出援助、閉じ

こもり防止）、ひとり暮らしや寝たきりの高齢者の安否確認など、身近な隣

人・友人としての高齢者相互の心のふれあいを中心とする活動を継続的に

行っている。これらの、在宅福祉を支える友愛活動に対して支援する。 

 

１－１－１０ 社会参加の促進事業  

事業概要 

ミドル・シニア（概ね 50 歳以上の方）が、講座受講をきっかけとして

地域でボランティア等の活動を開始することを目的に、ミドル・シニア講

座、絵本の読み聞かせ講座、高齢者施設ボランティア講座等を実施する。 

 また、社会参画のきっかけづくりとして、区の情報誌をダイレクトメー

ルで送付する。 

 

１－１－１１ シルバー人材センターの活動支援  

事業概要 

元気でいつまでも働きたいと願う高齢者の地域の受け皿として、シルバ

ー人材センターの活動を支援する。 

 また、臨時的・短期的・軽易な就業を希望する高齢者に対して、地域社

会の日常生活に密着した仕事を中心に請け負い、提供し、生きがいの創出、

活力ある高齢社会づくりに貢献する。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ５年度末 

会員数 1,128 人  

就業実人員 888 人  

就業率 78.7%  

 

１－１－１２ シルバーお助け隊事業への支援  

事業概要 

高齢者等が日常生活で起こるちょっとした困りごとを援助するサービ

スを助成することで、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援す

る。 
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１－１－１３ いきいきサービス事業の推進  

事業概要 

区民の参加と協力を得て、日常生活で手助けを必要とする方に対して、

家事援助を中心とした有償在宅福祉サービスを提供し、だれもが住み慣れ

たまちで安心して暮らせるよう支援する。【社会福祉協議会実施事業】 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

新規登録利用会員数 125 人    

 

１－１－１４ ボランティア活動への支援  

事業概要 

ボランティア養成講座や研修等を実施し、地域の担い手を育成するとと

もに、福祉教育の充実、ボランティア・市民活動情報の収集・提供の強化・

向上、コーディネート機能の強化等を図り、地域福祉活動の多様化、活性

化を図る。 

 また、地域活動や交流会等を通じて活動団体間の交流を促進し、ネット

ワーク化を推進し、ボランティア・市民活動の輪を広げる。【社会福祉協議

会実施事業】 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

利用登録団体数 285 団体    

 

１－１－１５ ミドル・シニア目線を活かした発信力強化事業  

事業概要 

ミドル・シニアの行動力とアイディアを活かして、区の情報誌（セカン

ドステージ・サポート・ナビ）の改訂企画、取材、編集を行う。その内容

等をミドル・シニアの利用実態に即した情報媒体を活用して積極的に発信

するなど情報発信の強化を行う。 

3 年間の 

事業量 
 

 

１－１－１６ 地域活動情報サイト  

事業概要 

NPO 法人・ボランティア団体、町会・自治会及び企業等による地域貢

献活動などの情報を発信し、地域活動への参加促進を図る。【社会福祉協議

会実施事業】 
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1-2） 医療・介護の連携の推進 

高齢者一人ひとりのケアを充実するため、在宅生活を支える地域の医療関係者と介

護サービス事業者との連携及び調整を円滑にし、必要な医療と介護が継続的・一体的

に受けられるよう支援します。 

また、介護サービス事業者に対して関係情報を提供し必要に応じて随時研修を開催

します。さらに地域全体での連携を図るため、医療連携体制の取組を推進します。 
 

１－２－１ 地域医療連携の充実  

事業概要 

区民に切れ目のない適切な医療を確保するため、地域医療連携推進協議

会及び検討部会での協議・検討を通じて、区内の医療機関の役割分担を明

確にし、病院・診療所・歯科診療所・薬局等との連携、在宅医療の推進等、

地域医療連携の充実を図る。 

3 年間の 

事業量 
 

 

１－２－２ 在宅医療・介護連携推進事業  

事業概要 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、人生の最期まで住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを続けることができるための在宅医療と介護を包

括的・継続的に提供するため、医療・介護関係者の情報共有の支援や地域

の医療・介護資源の情報提供など、地域の医療・介護の関係機関の連携体

制の構築を推進する。 

 

１－２－３ 「かかりつけ医・歯科医・薬剤師」の定着  

事業概要 

地域の医院・歯科医院・薬局を掲載した冊子の配布等を通じて、日頃か

ら健康や医療、薬について相談できるかかりつけ医・歯科医・薬剤師を持

つことを区民に推奨する。 
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1-3） 認知症施策の推進 

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症に関する

正しい知識・理解の普及啓発を行うとともに、認知症の発症時期や症状に応じた切れ

目のない支援を行います。 

さらに、認知症の本人や家族を支える地域のネットワーキングづくりを促進し、地

域における助け合い・支え合いの輪を拡げます。 

 

１－３－１ 認知症に関する講演会・研修会  

事業概要 
講演会や企業・事業者向けの研修会の実施及びパンフレットの活用等に

より、認知症に関する正しい知識・理解の普及啓発を図る。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

講演会・研修会 3 回    

 

１－３－２ 認知症相談  

事業概要 

認知症の早期支援・早期対応を推進するため、高齢者あんしん相談セン

ターにおける嘱託医によるもの忘れ医療相談等の認知症相談会を実施す

る。 

 

１－３－３ 認知症ケアパスの普及啓発  

事業概要 

認知症の本人やその家族が生活機能障害の進行状況に応じて、いつ、ど

こで、どのような支援を受けることができるのかを早い段階で把握できる

よう、適切なサービス提供の流れを整理・明示した認知症ケアパス（あん

しん生活ガイド）の普及啓発を図る。 

 

１－３－４ 認知症地域支援推進員の設置  

事業概要 

認知症施策を円滑かつ効果的に実施するため、厚生労働省の定める研修

を受けた者を認知症地域支援推進員として区に配置し、医療・介護等の支

援ネットワークの構築、認知症対応力向上のための支援などを推進する。 

 

１－３－５ 認知症支援コーディネーターの設置  

事業概要 
認知症支援コーディネーターを高齢者あんしん相談センターに配置し、

関係機関と連携の上、認知症の早期支援・早期対応を推進する。 
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１－３－６ 認知症サポート医・かかりつけ医との連携  

事業概要 

区内医師会に所属する認知症サポート医を嘱託医として配置し、かかり

つけ医と連携しながら、認知症の早期支援・早期対応等の認知症施策を円

滑かつ効果的に推進する。 

 

１－３－７ 認知症初期集中支援推進事業  

事業概要 

複数の専門職により構成する認知症初期集中支援チームを設置し、認知

症の本人や家族に対する初期の支援を包括的・集中的に行い、在宅生活の

サポートを行う。 

 

１－３－８ 認知症サポーター養成講座  

事業概要 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認

知症の本人やその家族を温かく見守る認知症サポーターを地域に多く養

成する。 

 また、一層の活動参加促進のため、より実践的な対応方法の習得等を内

容とする実践的な認知症サポーター講座を実施する。今後は、サポーター

の活躍の場について検討を進める。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

年間サポーター養成数 1,278 人    

文京区サポーター総数 15,296 人    

実践講座 1 回    

 

１－３－９ 認知症家族交流会・介護者教室・認知症カフェ  

事業概要 
認知症の本人を支える家族に対する支援を目的として、認知症家族交流

会、介護者教室及び認知症カフェへの取組を推進する。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

認知症家族交流会（年間） 7 回    

介護者教室（類型） 8 回    

認知症カフェ 26 回    
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１－３－１０ 認知症の症状による行方不明者対策の充実  

事業概要 

認知症の症状による行方不明者の発生を防止し、また、発生した場合の

早期発見・早期保護のため、地域の見守り機能の強化や発見ネットワーク

の活用を促進する。 

3 年間の 

事業量 
 

 

１－３－１１ 認知症ともにパートナー事業  

事業概要 

医療機関受診や認知症検診において、医師から認知機能の低下により生

活上のサポートが必要と判断された方が、必要なサービス等につながるこ

とができるように、訪問看護ステーションの看護師による最長６か月間の

伴走型の支援を行う。 

 

１－３－１２ 認知症ともにフォローアッププログラム  

事業概要 

認知症の本人やその家族、今はまだ認知症でない方も参加でき、脳と体

の健康をマネジメントするプログラムを実施する。内容は、脳の健康度測

定や脳と体を活性化させるためのエクササイズ体験、医師や管理栄養士・

健康運動指導士による講話等を行う。 

 

１－３－１３ 若年性認知症への取組  

事業概要 

東京都若年性認知症総合支援センターや関係機関等と連携し、若年性認

知症の人への支援を行うとともに、若年性認知症相談支援に関する研修に

参加し、職員の知識習得・相談支援技術向上を図る。 

 

１－３－１４ 生活環境維持事業  

事業概要 
認知症高齢者等のうち、自己で生活環境の整備を行うことが困難な方に

対し、廃棄物処理等のサービスを実施し、生活環境の維持保全を行う。 
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1-4） 家族介護者への支援 

介護を行っている家族（家族介護者）の心身の負担を軽減するため、定期的な介護

保険サービスの利用のほか、要介護者の在宅生活の継続や質の向上を図る事業を実施

するとともに、認知症の人を介護する家族が、互いに交流する場や機会を提供します。 

また、介護の知識や仕事との両立について、情報提供や意識啓発を行います。 

 

１－４－１  仕事と生活の調和に向けた啓発  

事業概要 
多様な働き方の実現に向けた意識改革を推進するため、情報提供や広

報・啓発活動を行う。 

 

１－４－２  認知症初期集中支援推進事業 【再掲 １－３－７参照】 

１－４－３  認知症サポーター養成講座 【再掲 １－３－８参照】 

１－４－４  認知症家族交流会・介護者教室・

認知症カフェ 
【再掲 １－３－９参照】 

１－４－５  高齢者あんしん相談センターの機

能強化 
【再掲 １－５－１参照】 

１－４－６  緊急ショートステイ 【再掲 ２－５－７参照】 

 

 

1-5） 相談体制・情報提供の充実 

介護保険の申請や高齢者の総合相談など一人ひとりの様々なニーズに応え、切れ目

のない生活支援が提供できるよう、相談体制及び情報提供の充実を図ります。 

このため、関係機関と協力しつつ、地域における高齢者福祉の拠点としての役割を

果たす高齢者あんしん相談センターの機能及び体制を強化し、各種相談窓口等と連携

していきます。 

 

１－５－１  高齢者あんしん相談センターの機能強化  

事業概要 

多様化・複雑化する相談や困難事例への適切な対応、在宅医療・介護連

携や認知症施策の推進など高齢者あんしん相談センターに期待される多

様な役割を十分に果たせるよう、センターの後方支援やセンター間の総合

調整を担う体制の整備を検討する。 
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１－５－２ 文京ユアストーリー  

事業概要 

人生の最後まで安心して住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、身

寄りのない高齢者を対象に、元気なうちから社会参画支援及び定期連絡・

訪問を行い、判断能力等の衰えが見られる場合には、利用者の意向に沿っ

て、後見制度や介護サービスの紹介、葬儀や家財処分の準備等の支援を行

う。【社会福祉協議会実施事業】 

 

１－５－３ 老人福祉法に基づく相談・措置  

事業概要 

高齢者に関する相談を受け、高齢者あんしん相談センター等関係機関と

連携を図りながら支援を行う。 

 また、養護老人ホームや介護保険サービス利用の措置、成年後見制度に

かかる審判請求を行う。 

 

１－５－４ 介護保険相談体制の充実  

事業概要 
区民や介護サービス事業者からの介護保険に関する相談・苦情等に対

し、適切な助言や情報提供、関係機関の紹介等を行い、早期解決を図る。 

 

１－５－５ 高齢者向けサービスの情報提供の充実  

事業概要 

高齢者のための福祉・保健サービスをわかりやすくまとめた情報誌の作

成やホームページ・区報・フェイスブック等様々な媒体を活用し、高齢者

向けサービスの情報提供を適宜行う。 

 

１－５－６ 文京区版ひきこもり総合対策  

事業概要 

ひきこもり状態にある方の自立を支援するため、義務教育終了後の全年

齢の方を対象に「ひきこもり等自立支援事業（ＳＴＥＰ事業）」（Support

支援／Talk 相談／Experience 経験／Place 居場所）を行う。 

 また、「文京区ひきこもり支援センター」を設置し、ひきこもり支援の総

合窓口として、ご本人やご家族等からの相談を受けるとともに、関係機関

と連携しながら支援を行う。 
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1-6） 高齢者の権利擁護の推進 

自分らしく安心して暮らし続けるために、福祉や介護などの支援が必要な高齢者が

適切なサービスを主体的に選択できるよう、福祉サービスの利用支援を継続して進め

ます。 

また、虐待防止や消費者トラブル防止に向けた啓発や相談を行うとともに、成年後

見制度の普及及び利用支援を行い、高齢者の権利擁護を推進します。 

 

１－６－１ 福祉サービス利用援助事業の促進  

事業概要 

高齢、知的障害、精神障害などにより判断が難しいため、日常生活で支

援が必要とする方に対し、福祉サービスの利用支援、日常的な金銭管理及

び重要書類預かり等を行うことにより、在宅生活が継続できるよう支援す

る。【社会福祉協議会実施事業】 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

福祉サービス利用援助事業

件数 
51 件    

財産保全管理サービス件数 15 件    

法律相談件数  16 件    

 

１－６－２ 福祉サービスに対する苦情申立・相談対応の充実  

事業概要 

福祉サービスの利用にあたり、利用契約やサービス内容について、サー

ビス提供事業者への苦情や要望を受け付け、中立・公正な立場で、解決に

向けた支援を行う。 

 また、福祉サービス苦情等解決委員会を設置し、必要に応じて中立・公

正な専門委員による仲介や調査により、解決を図る。【社会福祉協議会実施

事業】 

 

１－６－３ 成年後見制度利用支援事業  

事業概要 

成年後見制度の利用に要する費用のうち、申立てに要する経費を負担す

ることが困難である者に対し、その費用を助成する。【社会福祉協議会実施

事業】 

 また、後見人等の報酬に係る費用を負担することが困難である者に対

し、その費用を助成する。 

 

１－６－４ 法人後見の受任  

事業概要 
成年後見人を必要としながら適切な後見人を得られない区民を対象に、

成年後見人を受任する法人後見を実施する。【社会福祉協議会実施事業】 
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１－６－５ 権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの構築  

事業概要 

成年後見制度利用促進計画で定められた広報機能、相談機能、成年後見

制度利用促進機能、後見人支援機能等を備えた、権利擁護支援の地域連携

ネットワークを構築する。このネットワークを推進する中核機関を文京区

社会福祉協議会に委託し、権利擁護センターとの有機的な連携を図りなが

ら、福祉・法律の専門職による専門的助言等の確保、支援を必要とする区

民の早期発見と継続的な支援に資する関係機関の連携体制の強化を図ると

ともに、市民後見人を含む後見人の担い手の育成等の検討を行うことで、

制度の利用促進を図る。 

 

１－６－６ 高齢者虐待防止への取組強化  

事業概要 

虐待を受けた高齢者の状況を確認し、保護等の必要な措置を講じる。 

また、高齢者の権利擁護のため、広報啓発活動を進め虐待防止や早期発

見を図る。 

 

１－６－７ 悪質商法被害等防止のための啓発及び相談  

事業概要 

消費者の自立を支援することを目的に、消費者被害防止のための出前講

座などを実施する。 

 また、消費者トラブルに関する消費者相談を行う。 

 

 

 

 
２ 在宅サービス等の充実と多様な住まい方の支援や取組 

 

2-1） 介護サービスの充実 

高齢者が安心して利用できる質の高い適切な介護保険サービスを確保するため、積

極的に介護保険制度運営の適正化に取り組んでいきます。 
 

２－１－１ 居宅サービス  

事業概要 
要支援・要介護状態になっても可能な限り在宅でその能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう訪問介護等のサービスを提供する。 
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２－１－２ 施設サービス  

事業概要 

在宅での生活が困難な方のための介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム）、在宅復帰に向けてリハビリを中心に行うための介護老人保健施設及

び急性期の治療を終え長期の療養を行うための介護療養型医療施設（介護

医療院）に入所（入院）している要介護者に対し、それぞれの機能に応じ

たサービスを提供する。 

 

２－１－３ 地域密着型サービス  

事業概要 

認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が、可能な限り住み慣れた自宅

や、地域での生活が継続できるように、区が事業者の指定や監督を行い、

地域の特性に合わせ、利用者のニーズにきめ細かく応えることで、住み慣

れた地域での絆を失わない介護を実現する。 

 また、潜在的なニーズ等を把握、分析し、より実情にあった整備計画に

基づき、民間事業者による効果的かつ効率的な施設整備を促進する。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ５年度末 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 か所  

夜間対応型訪問介護 1 か所  

認知症対応型通所介護 7 か所  

小規模多機能型居宅介護（看護小規模

多機能型居宅介護を含む） 
6 か所  

認知症対応型共同生活介護（認知症高

齢者グループホーム） 
9 か所  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護 
2 か所  

 

２－１－４ 事業者への実施指導・集団指導  

事業概要 

居宅サービス事業者等に対し、適正化に係る制度周知のための研修会や

実地指導及び監査を実施することにより、介護保険制度の円滑かつ適正な

運営、介護保険サービスの質の向上及び介護サービス利用者の保護を図る。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ５年度末 

事業所実地指導及び監査  

居宅サービス事業所 

地域密着型サービス事業所 

介護保険施設 

 

20 か所/年 

8 か所/年 

2 か所/年 

 

集団指導 

介護サービス事業者連絡協議会及び

各介護事業者部会での実施 

1 か所/年  
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２－１－５ 介護サービス情報の提供  

事業概要 
介護保険事業の適正・円滑な実施に資するため、居宅・通所・訪問・施

設系の介護サービス事業者情報の収集・提供を行う。 

 

２－１－６ 給付費通知  

事業概要 

適正な介護サービス及び総合サービス事業が提供されているか、利用者

及びその家族が確認できるよう給付費通知を送付し、事業者の不正請求を

防ぐとともに、介護給付費についての利用者の理解促進を図る。 

 

２－１－７ 公平・公正な要介護認定  

事業概要 

介護保険サービスを必要とする申請者に対して、認定調査書と主治医意

見書に基づき必要な介護及び支援の程度を「介護認定審査会」において、

適正・客観的に判定を行う。 

 

２－１－８ 主任ケアマネジャーの支援  

事業概要 

地域ケアマネジメント力向上の中核的役割を担う主任ケアマネジャー

に対し、研修の実施や意見交換等の場の提供により資質向上を図るととも

に、主任ケアマネジャーと連携し、ネットワーク構築や包括的・継続的ケ

アマネジメントの支援を行う。 

 

２－１－９ 福祉用具購入・住宅改修に係る利用者宅訪問調査  

事業概要 
利用者の状態像に合った福祉用具購入・住宅改修が提供されているか、

利用者宅へ訪問し調査する。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

福祉用具の購入・住宅改修

に係る利用者宅訪問調査 
13 件/年    

 

２－１－１０ 生活保護受給高齢者支援事業  

事業概要 

支援員を配置し、生活保護受給者のうち介護サービス利用者宅を訪問

し、介護サービスの利用状況等について確認する。併せて、それ以外の６

５歳以上宅を訪問し、生活状況を確認するとともに、受給者のニーズを踏

まえた支援を行う。 
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2-2） ひとり暮らし・身体能力が低下した高齢者等への

支援 

ひとり暮らし等の高齢者が孤立化せず、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、

必要に応じて安否の確認を行うとともに、日常生活を支援する事業等を実施していき

ます。 

また、身体状況が低下した状態にある高齢者の日常生活の質の向上を図るため、介

護保険サービスのほか、理美容サービスや紙おむつ支給等の様々な支援を行います。 

 

２－２－１ 高齢者自立生活支援事業  

事業概要 

骨折や退院等により一時的に援助を要する方や、初期の認知症・精神疾

患などにより生活への助言や指導が必要な方が、自立した生活を営むこと

ができるように、一定期間ヘルパーを派遣し支援する。 

 

２－２－２ 高齢者日常生活支援用具の給付等事業  

事業概要 

６５歳以上で要介護又は要支援の認定を受けている方または総合事業

対象者の被保険者証をお持ちの方で、日常生活を営むうえで支障がある高

齢者に対し、用具の給付を行うことにより日常生活の利便を図る。 

 

２－２－３ 院内介助サービス  

事業概要 

医療機関受診時に付添いが必要で、一定の要件を満たす高齢者に対し、

受診時の待ち時間における付添い等のサービスを提供することにより、一

人では通院が困難な高齢者の通院の機会を確保する。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ５年度末 

利用者数 325 人  

 

２－２－４ 高齢者訪問理美容サービス  

事業概要 

６５歳以上の在宅の方で、理美容店までの外出が困難な座位を保てない

状態の方又は常に介護が必要な認知症の本人やその家族からの申請に基

づき、訪問理美容券を発行し高齢者の理美容の機会を確保する。 

 

２－２－５ 高齢者紙おむつ支給等事業  

事業概要 

６５歳以上で身体状況の低下により失禁があり、おむつを使用している

方に対し紙おむつの支給、又はおむつ費用の一部を助成し、精神的又は経

済的負担の軽減を図る。 
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２－２－６ ごみの訪問収集  

事業概要 

６５歳以上のみの世帯、日常的に介助又は介護を必要とする方のみの世

帯等、その他区長が特に必要であると認めた世帯のいずれかに該当する者

のみで構成される世帯であって、自らごみ等を集積所に持ち出すことが困

難で、身近な人の協力が得られない世帯に対して家庭の可燃ごみ・不燃ご

みを、清掃事務所職員が戸別に玄関先またはドアの前から収集する。 

 

２－２－７ 歯と口腔の健康  

事業概要 

成人の口腔衛生の保持健康を図り、かかりつけ歯科医を持つ機会を提供

するため、歯周疾患検診を実施する。 

 また、疾病や障害等で歯科医院へ通院困難な在宅療養者に対して、歯科

医師や歯科衛生士が自宅に訪問し、歯科健診及び予防相談指導を行い、在

宅療養者の口腔衛生の向上を図る。 

 

2-3） 介護サービス事業者への支援 

介護保険事業の適切な運営を推進していくためには、介護サービス事業者の介護保

険事業に対する理解や協力が必要不可欠です。 

そのため、介護サービス事業者相互や区と事業者との連携を図るとともに、情報共

有や研修等の必要な支援を行うことで、事業者が提供するサービスの向上を目指しま

す。 

 

２－３－１ 介護サービス事業者連絡協議会  

事業概要 

介護サービス事業者相互間及び区との連携及び区民に適切な介護サー

ビスの提供を行うため、協議会及び各部会を設置・運営する。 

 また、部会において、介護従事者の資質・実務能力向上に資する研修を

実施する。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

事業者連絡協議会  2 回    

居宅介護支援事業者部会 4 回    

訪問介護事業者部会 4 回    

通所事業者部会 5 回    

 

２－３－２ ケアマネジャーへの支援  

事業概要 

在宅介護を支えるため、高齢者あんしん相談センターがケアマネジャー

からの個別相談に応じるとともに、スキルアップのための研修会・勉強会

を開催する。 
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２－３－３ ケアプラン点検の実施  

事業概要 
居宅介護支援事業者が利用者の状態に応じたより良いケアプランの作

成ができるよう、事業者ごとに個別指導を行う。 

 

２－３－４ 福祉サービス第三者評価制度の利用促進  

事業概要 

福祉サービスを提供する事業者の第三者評価の受審を支援し、福祉サー

ビスを利用する区民へのサービス選択のための情報提供の促進及び事業

者の福祉サービスの質の向上を図る。 

 
 

2-4） 介護人材の確保・定着への支援 

必要な介護サービスの提供を確保するためには、質の高いサービスを提供する人材

の安定的な確保と定着が必要不可欠です。 

そのために、区内介護事業者と連携し、介護人材を確保するためのイベントや定着

のためのネットワークづくり等、介護人材不足を解消するための施策に取り組みます。 

 

２－４－１ 介護人材の確保・定着に向けた支援  

事業概要 

介護人材の確保・定着を促進するため、介護職員に対する住宅費補助及

び将来の担い手となる学生等を対象とした区内介護事業所等見学ツアー

や出張講座、介護の魅力を伝えるイベント、啓発冊子の作成・配布等を行

う。さらに、介護従事者の専門性の向上や職員の職場定着を目的とした資

格取得支援や、新たな介護人材としての外国人の受け入れに対する支援な

ど、包括的な事業を介護サービス事業者と連携し行う。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

介護施設従事職員住宅費補

助 
56 人    

介護職員初任者研修受講費

用補助 
2 人    

介護職員実務者研修受講費

用補助 
10 人    

外国人介護職員採用補助 11 人    
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２－４－２ 介護施設ワークサポート事業  

事業概要 

シルバー人材センターに「介護施設お助け隊」を設置し、介護施設の臨

時的又は軽易な業務を受け負うことで、高齢者の活躍の場の拡大とあわ

せ、介護人材不足を側面から支援する。 

 また、就業に興味のある高齢者を対象に、介護に関する基礎的な講義と

就業体験を行うセミナーを開催し、福祉の担い手として活躍する元気高齢

者の裾野を広げていく。 

 

2-5） 住まい等の確保と生活環境の整備 

生活の基盤として必要な住まい等の確保と高齢者が可能な限り住み慣れた地域でそ

の有 する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう住まい方の支援に

取り組みます。 

また、高齢者が住み慣れた地域で安心して豊かに自立した在宅生活が送れるよう、

バリアフリー化等を推進します。 

 

２－５－１ 居住支援の推進  

事業概要 

住宅確保要配慮者（高齢者、障害者、ひとり親世帯等住宅の確保に特に

配慮を要する者）に対し、区内不動産店及び家主の協力を得ながら、住宅

確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の確保を進めるとともに、

様々な既存の住宅ストックを活用することで住宅確保要配慮者の円滑な

入居を促進する。 

 また、住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営

む住まい方ができるよう様々な機関と連携した支援をするとともに、文京

区、不動産関係団体、居住支援団体で構成する「文京区居住支援協議会」

において、相談支援等住まい方に関する支援を検討していく。 

 併せて、区営住宅、シルバーピア及び障害者住宅の適切な管理運営を行

いつつ、入居者が継続的に安心して暮らすことができるよう関係機関と連

携した支援を行うとともに、都営住宅等の募集に関する情報提供等を適切

に行うことで、特に住宅に困窮する世帯に対する住まいの確保を図る。 

 

２－５－２ 高齢者住宅設備等改造事業  

事業概要 

６５歳以上で要介護又は要支援の認定を受けた方のうち、日常生活を営

むうえで支障がある高齢者に対し、その方の居住する住宅の改造に係る費

用の一部を給付することにより日常生活の安全性、利便性の向上を図る。 
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２－５－３ 住宅改修支援事業  

事業概要 

ケアマネジャーがついていない利用者が介護保険住宅改修費申請を行

う場合に、申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」を福祉住環境コーデ

ィネーター等が作成した際に、作成費用の補助を行う。 

 

２－５－４ 高齢者施設の整備（特別養護老人ホーム）  

事業概要 
施設入所が必要な高齢者の増加に対応するため、公有地等の活用を図り

ながら民間事業者に対する支援を行い、特別養護老人ホームを整備する。 

3 年間の 

事業量 
 

 

２－５－５ 高齢者施設の整備（介護老人保健施設）  

事業概要 

要介護状態の高齢者が在宅生活に復帰することを支援するため、民間事

業者に対する支援を行い、在宅復帰を目的としたリハビリテーション中心

の介護サービスを提供する介護老人保健施設を整備する。 

 

２－５－６ 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修  

事業概要 

老朽化が進んでいる旧区立特別養護老人ホームについて、施設入所が必

要な高齢者を支援するための良好な環境の整備を推進するため、大規模改

修を実施する。 

3 年間の 

事業量 
 

 

２－５－７ 緊急ショートステイ  

事業概要 
介護や見まもりの必要な高齢者等の介護者が特別な理由で、一時的に介

護が困難になった場合等に短期入所サービスを提供する。 

 

２－５－８ 公園再整備事業  

事業概要 

区立の公園、児童遊園等をより安全・安心で快適なものとするため、「文

京区公園再整備基本計画」に基づき、地域主体の区民参画による計画的な

公園等の再整備を行う。 

 また、便器の洋式化やバリアフリー対応等が必要な公衆・公園等トイレ

についても、高齢者をはじめ、障害者や子育てをしている人などの利用に

配慮した整備を推進する。 



73 

 

 

２－５－９ 文京区バリアフリー基本構想の推進  

事業概要 

文京区バリアフリー基本構想の重点整備地区別計画に位置付けた特定

事業（具体的なバリアフリー事業）の進捗管理を行うとともに、道路や施

設等のバリアフリー化を一体的に推進する。 

 

２－５－１０ 文京区福祉のまちづくりに係る共同住宅等整備要綱に基づく指導 

事業概要 

高齢者や障害者を含めた全ての人が、安全、安心、快適に共同住宅等で

生活できるよう、その整備に関する基準を定めることにより、福祉のまち

づくりを推進する。 

 

２－５－１１ 道のバリアフリーの推進  

事業概要 

高齢者や障害者など、だれもが積極的に社会参加できるよう、文京区バ

リアフリー基本構想に基づき、生活関連経路について、歩道の拡幅、段差

解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置など、道路整備を行い、すべての

ひとにやさしい道路の実現を図る。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

生活関連経路に指定された

区道の整備率 
8.3%    

 

 

 
 

 
３ 健康で豊かな暮らしの実現 

 
 

3-1） 健康づくりの推進 

高齢者がいつまでも健康を維持していくため、地域の中でいきいきとした生活が続

けられるよう、区民に対する普及啓発事業のほか、高齢者クラブの会員同士が自主的

な取組を行う活動を支援します。 

また、体育施設における高齢者向けの各種スポーツ教室の実施などを通して、健康

づくりを進めていきます。 

 

３－１－１ 健康相談  

事業概要 
区民が自らの健康状態を把握できるよう、必要に応じ、血圧測定、尿検

査、血液検査などを行う健康診断を実施する。 
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３－１－２ 健康診査・保健指導  

事業概要 

４０歳以上の国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度に加入

する区民等を対象として、メタボリックシンドロームに着目した、特定健

康診査・特定保健指導を継続実施し、生活習慣病の発症や重症化を予防す

る。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ５年度末 

特定健康診査受診率 45%  

特定保健指導実施率（終了率） 9%  

 

３－１－３ 高齢者向けスポーツ教室  

事業概要 
６０歳以上の区内在住者を対象として、高齢者水中ウォーキング教室、

シニア健康体操教室及び高齢者水泳＋健康体操教室を実施する。 

 

３－１－４ 高齢者いきいき入浴事業  

事業概要 
閉じこもり予防や健康増進のため、区内公衆浴場を活用してシニア入浴

事業を実施し、高齢者の交流の場とする。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ５年度末 

シニア入浴事業（延利用人数） 83,199 人  

 

３－１－５ 高齢者クラブ活動（健康づくり）に対する支援 
 

事業概要 

ペタンク大会・輪投げ大会や健康体操教室、都のシニア健康フェスタな

ど健康事業への参加など、会員相互の親睦を深め健康増進を図る活動を継

続的に行っている。これらの、介護予防や健康寿命の延伸に資する健康づ

くり活動に対して支援する。 

 
 

3-2） フレイル予防・介護予防の推進 

多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にフレイル予防、介護予防

及び生活支援のサービスを実施します。 

また、要介護・要支援状態等となるおそれが高いと認められる高齢者を早期に発見

し、速やかに適切な介護予防事業に結び付け、高齢者が要介護・要支援状態にならな

いよう予防する施策を行うとともに、すべての高齢者が住み慣れた地域で健康にいき

いきとした暮らしができるよう、フレイル予防や介護予防の取組を推進し普及啓発を

図っていきます。 
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３－２－１ 短期集中予防サービス  

事業概要 
生活機能等の低下が見られる高齢者に対して、筋力向上、口腔機能向上、

栄養改善の複合型プログラムを実施する。 

 

３－２－２ 介護予防把握事業  

事業概要 

介護認定を受けていない 75 歳以上 84歳以下の高齢者に「基本チェッ

クリスト」を送付し、生活機能等に低下が見られるか把握するとともに、

自身の心身や生活機能等の状態を知ることで、介護予防に取り組む契機と

する。 

 

３－２－３ 介護予防普及啓発事業  

事業概要 

文の京介護予防体操、介護予防教室、介護予防講演会、出前講座、介護

予防展等を実施して介護予防の重要性を周知するとともに、すべての高齢

者が介護予防に取り組むきっかけづくりと取組の機会を提供する。 

3 年間の 

事業量 

元年度実績 ５年度末 

2,374 人  

 

３－２－４ 介護予防ボランティア指導者等養成事業  

事業概要 
地域で支える介護予防の担い手として、文の京介護予防体操推進リーダ

ーや転倒骨折予防教室ボランティア指導員等の養成を図る。 

 

３－２－５ 文の京フレイル予防プロジェクト  

事業概要 

高齢者の虚弱（フレイル）を予防するため、フレイルチェックなどの継

続的な取組を、区内の住民主体の通いの場と連携して実施する。フレイル

チェックは、健康運動指導士等の専門職からなる「フレイルトレーナー」

と、専門の研修を受けた一般区民からなる「フレイルサポーター」が中心

となって運営する。 

 

３－２－６ 地域リハビリテーション活動支援事業  

事業概要 

住民主体の通いの場等の地域の介護予防活動にリハビリテーション専

門職を派遣し、専門職としての知見を活かした介護予防に関する技術的な

助言、指導等を行い、地域の自主的な介護予防活動を支援する。 
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3-3） 日常生活支援の推進 

多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にフレイル予防、介護予防

及び生活支援のサービスを実施します。 

また、要介護・要支援状態等となるおそれが高いと認められる高齢者を早期に発見

し、速やかに適切な介護予防事業に結び付け、高齢者が要介護・要支援状態にならな

いよう予防する施策を行うとともに、すべての高齢者が住み慣れた地域で健康にいき

いきとした暮らしができるよう、フレイル予防や介護予防の取組を推進し普及啓発を

図っていきます。 

 

３－３－１ 訪問型・通所型サービス  

事業概要 
地域における自立した生活を支えるため、訪問型・通所型サービスや多

様な主体の参加による様々なサービスを提供する。 

 

３－３－２ 介護予防ケアマネジメントの実施  

事業概要 

要支援者及び基本チェックリストで該当した対象者に対し、心身の状態

や生活機能等を把握・分析するとともに、個々の目標を記載した介護予防

サービス・支援計画書を策定・交付する。対象者の状況等を適宜モニタリ

ング・評価し、必要に応じてサービス計画の見直し、サービス事業者等と

の調整や助言を行う。 

 

３－３－３ 生活支援体制整備  

事業概要 

社会福祉協議会に配置する生活支援コーディネーター（地域支え合い推

進員）の活動を支援し、多様な事業主体による重層的な生活支援サービス

の提供体制の構築支援、資源開発、ネットワーク構築、ニーズと取組のマ

ッチングなどを推進する。【社会福祉協議会実施事業】 

 

３－３－４ 地域介護予防支援事業（通いの場）  

事業概要 
介護予防のための体操等とともに、住民同士の助け合い・支え合い活動

を積極的に推進していく。【社会福祉協議会実施事業】 
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3-4） 生涯学習と地域交流の推進 

アカデミー推進計画に基づく各種事業の実施により、豊かな学びの場を用意すると

ともに、高齢者をはじめとした参加者同士の様々な交流を通じて、いきいきと地域で

暮らすことができる環境を整えます。 

さらに、閉じこもりを予防する外出のきっかけづくりや仲間づくりを推進します。 

 

３－４－１ アカデミー推進計画に基づく各種事業  

事業概要 
アカデミー推進計画に基づく各種事業の実施により、豊かな学びの場を

提供する。 

 

３－４－２ 文京いきいきアカデミア（高齢者大学）  

事業概要 
高齢者が継続的に学ぶ機会を提供するとともに、高齢者同士の親睦を図

ることを目的として、２年制の講座を実施する。 

 

３－４－３ 生涯にわたる学習機会の提供  

事業概要 
バラエティに富んだ魅力的な生涯学習プログラムを提供し、区民の様々

なニーズに対応した生涯学習の機会を提供する。 

 

３－４－４ 高齢者クラブ活動（学習と交流）に対する支援  

事業概要 

専門の講師を招いて行う教養講演会や各クラブの教室、秋に行う「いき

いきシニアの集い」の作品展示や「芸能大会」での演目披露、区内学生と

の協働事業「健康まち歩き」の実施などの活動を継続的に行っている。こ

れらの、いきがい向上に資する学習や交流活動に対して支援する。 

 

３－４－５ いきがいづくり世代間交流事業  

事業概要 

高齢者同士や多世代交流を通じた高齢者の生きがいや健康の向上を図

るため、区内大学の協力により学生と高齢者が交流しながら行う「健康ま

ち歩き」や、高齢者クラブ等の作品展示や活動紹介、教室事業をクラブ会

員と学生ボランティアの運営支援で行う「いきいきシニアの集い」等を実

施する。 

 

３－４－６ いきがいづくり文化教養事業  

事業概要 
高齢者の生きがい向上及び閉じこもり予防を図るため、元気ではつらつ

カラオケ体操教室や囲碁・将棋交流会等を実施する。 
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３－４－７ いきがいづくり敬老事業  

事業概要 

高齢者の生きがいや健康の向上、閉じこもり予防を図るため、高齢者マ

ッサージサービスや、高齢者クラブが日頃の活動場所で舞踊や歌の発表な

どを行う「敬老の日の集い」等を実施する。 

 

３－４－８ ふれあいいきいきサロン  

事業概要 

外出の機会が少なくなりがちな高齢者、障害者及び子育て世代等が、食

事会やおしゃべり等の楽しむ場を通して地域で交流を深め、孤立を予防す

るとともに地域の中で支え合い、だれもが安心して楽しく暮らせるように

するため、住民主体のサロンづくりを支援する。【社会福祉協議会実施事

業】 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

サロン設置数 120 か所    

 

３－４－９ 福祉センター事業  

事業概要 

高齢者の仲間づくりや教養の向上・健康維持を目的に、健康維持や介護

予防に資する事業、交流事業、入浴サービス事業、健康相談事業、総合福

祉センター祭り等を実施する。 

 

３－４－１０ 長寿お祝い事業  

事業概要 

長年にわたり社会に尽力してきた高齢者に敬意を表し、長寿と健康を願

って、民生委員の協力のもと、敬老のお祝いを贈呈する。新たに 100 歳

となる人には、誕生日前後に訪問の上、贈呈を行う。 

 

３－４－１１ シルバーセンター等活動場所の提供  

事業概要 

高齢者の生きがい向上及び健康の維持増進等を図るため、高齢者団体に

趣味の活動や会議の場としてシルバーセンター及び福祉センターを提供

する。 
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４ いざという時のための体制づくり 

 

4-1） 避難行動要支援者等への支援 

避難行動要支援者等について、区民防災組織、民生委員・児童委員、介護事業者等

と連携をさらに強化し、支援体制の充実を図ります。 

また、避難行動要支援者等が避難できる場所について、区内の福祉関連施設等と連

携・協力して整備を進めていきます。 

 

４－１－１ 避難行動要支援者への支援 
 

事業概要 

災害時の避難行動に支援を要する者に対して、安否確認、避難誘導等を

適切に行うため、支援者や関係機関との連携強化による状況把握等を実施

し、支援体制の充実を図る。 

 また、災害時の停電等により、生命の危険を及ぼす可能性のある在宅人

工呼吸器使用者については、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針

に基づき災害時個別支援計画を策定するなど、災害時の安全確保のための

支援体制を整えていくとともに、多様な障害特性に合わせた支援内容の検

討を行っていく。 

 

４－１－２ 災害ボランティア体制の整備  

事業概要 

災害時に被災者支援のボランティア活動を円滑に進めるため、災害ボラ

ンティアセンターの体制の整備に努め、平常時から関係機関との連携を進

め、安心して暮らせる仕組みづくりに努める。【社会福祉協議会実施事業】 

3 年間の 

事業量 
 

 

４－１－３ 高齢者緊急連絡カードの整備  

事業概要 

区、民生委員、話し合い員及び高齢者あんしん相談センターが、６5歳

以上のひとり暮らしの高齢者や80歳以上の高齢者のみの世帯の緊急連絡

先やかかりつけ病院などの情報を共有し、緊急事態に適切に対応する。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ５年度末 

設置人数 7,056 人  
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４－１－４ 救急通報システム  

事業概要 

おおむね 65 歳以上のひとり暮らし等の方で身体上慢性疾患がある方

が、家の中における急病などの救急時に、ペンダントボタンを押すことに

より速やかな救援を行う。 

 

４－１－５ 福祉避難所の拡充  

事業概要 

避難所で避難生活が著しく困難な方を一時的に受け入れ、保護するため

の二次避難所である福祉避難所について、区内に存する福祉関連施設等と

連携・協力して設置箇所数の拡大を図るとともに、福祉避難所が機能する

よう設置及び運営方法に関する検討を進める。 

3 年間の 

事業量 
 

 

 

4-2） 災害に備える住環境対策の推進 

高齢者が安心して在宅生活を継続できるよう、安全な住環境を守るための対策を推

進します。 

そのため、地震発生時に備えた耐震改修工事等の費用助成や、家具の転倒等による

事故を未然に防止するため、家具転倒防止器具設置と購入に係る費用助成を行います。 

 

４－２－１ 耐震改修促進事業  

事業概要 

建築物の所有者が建物の耐震性能を把握し、耐震改修を行えるよう、耐

震診断、耐震設計及び改修工事等の費用助成を行う。高齢者又は障害者が

居住する木造住宅に対しては、助成の補助率と補助金上限額を優遇する。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

木造住宅耐震診断 

（高齢者・障害者） 
16 件    

木造住宅耐震設計・改修 

（高齢者・障害者） 
1 件    

木造住宅耐震シェルター等

（高齢者・障害者） 
0 件    
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４－２－２ 家具転倒防止器具設置費用助成  

事業概要 

災害時に、負傷の原因や避難・救出の障害となる家具の転倒・落下・移

動等を防止するため、避難行動要支援者世帯等における家具の転倒等防止

器具の購入・設置にかかる費用を助成し、自宅における減災対策を推進・

啓発する。 

3 年間の 

事業量 

項目 元年度実績 ３年度 ４年度 ５年度 

家具転倒防止器具購入・設

置費用助成 
29 世帯    

 
 

4-3） 災害に備える介護サービス事業者への支援 

介護保険施設や介護サービス事業所を運営する事業者が、入所者や利用者を災害か

ら守るとともに、発災後も事業に継続的に取り組むことができるための支援を行いま

す。 

そのために、事業継続計画マニュアルの作成等を促進していくとともに、災害に関

する取組や必要な情報提供等を行います。 

 

４－３－１ 事業継続計画マニュアル等の作成支援  

事業概要 

災害時、迅速かつ適切な対応により介護保険施設や事業所を運営する事

業者が入所者や利用者を災害から守るため、事業継続計画や災害対応マニ

ュアルの作成や更新を支援する。 

 

４－３－２  介護サービス事業者連絡協議会を通じた災害等に関する情報提供 

事業概要 
介護サービス事業者連絡協議会において、区の災害に関する取組や必要

な情報を提供するとともに研修会を実施する。 
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［資料］計画の体系と計画事業の全体図 
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2 フレイル予防・介護予防の推進 

1 健康づくりの推進 

４ 生涯学習と地域交流の推進 

２ 医療・介護の連携の推進 

大項目（施策の方向性） 小項目（施策の分野） 

４ 介護人材の確保・定着への支援 

3 災害に備える介護サービス事業者への支援 

2 災害に備える住環境対策の推進 

１ 避難行動要支援者等への支援 
４ 

いざという時のための 

体制づくり 

３ 介護サービス事業者への支援 

４ 家族介護者への支援 

２ ひとり暮らし・身体状況が低下し

た高齢者等への支援 

１ 介護サービスの充実 

３ 

健康で豊かな暮らしの実現 

２ 

在宅サービス等の充実と 

多様な住まい方の支援や取組 

１ 高齢者等による支え合いのしくみ

の充実 

６ 高齢者の権利擁護の推進 

１ 

地域でともに支え合う     

しくみの充実 

３ 認知症施策の推進 

５ 相談体制・情報提供の充実 

５ 住まい等の確保と生活環境の整備 

３ 日常生活支援の推進 
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○介護人材の確保・定着に向けた支援 ○介護施設ワークサポート事業 

○短期集中予防サービス ○介護予防把握事業 ○介護予防普及啓発事業 ○介護予防ボランティア指導者等養成事業 ○文の京
フレイル予防プロジェクト ○地域リハビリテーション活動支援事業 

○アカデミー推進計画に基づく各種事業 ○文京いきいきアカデミア（高齢者大学） ○生涯にわたる学習機会の提供 ○高齢者
クラブ活動（学習と交流）に対する支援 ○いきがいづくり世代間交流事業 ○いきがいづくり文化教養事業 ○いきがいづくり
敬老事業 ○ふれあいいきいきサロン ○福祉センター事業 ○長寿お祝い事業 ○シルバーセンター等活動場所の提供 

○健康相談 ○健康診査・保健指導 ○高齢者向けスポーツ教室 ○高齢者いきいき入浴事業 ○高齢者クラブ活動（健康づく
り）に対する支援 

○認知症に関する講演会・研修会 ○認知症相談 ○認知症ケアパスの普及啓発 ○認知症地域支援推進員の設置 ○認知症支援
コーディネーターの設置 ○認知症サポート医・かかりつけ医との連携 ○認知症初期集中支援推進事業 ○認知症サポーター養
成講座 ○認知症家族交流会・介護者教室・認知症カフェ ○認知症の症状による行方不明者対策の充実 ○認知症ともにパート
ナー事業 ○認知症ともにフォローアッププログラム ○若年性認知症への取組 ○生活環境維持事業 

○居宅サービス ○施設サービス ○地域密着型サービス ○事業者への実施指導・集団指導 ○介護サービス情報の提供 ○給
付費通知 ○公平・公正な要介護認定 ○主任ケアマネジャーの支援 ○福祉用具購入・住宅改修に係る利用者宅訪問調査 ○生
活保護受給高齢者支援事業  

○ハートフルネットワーク事業の充実 ○文京区地域包括ケア推進委員会の運営 ○地域ケア会議の運営 ○小地域福祉活動の推
進 ○民生委員・児童委員による相談援助活動 ○話し合い員による訪問活動 ○みまもり訪問事業 ○高齢者見守り相談窓口事
業 ○高齢者クラブ活動（友愛活動）に対する支援 ○社会参加の促進事業 ○シルバー人材センターの活動支援 ○シルバーお
助け隊事業への支援 ○いきいきサービス事業の推進 ○ボランティア活動への支援 ○ミドル・シニア目線を活かした発信力強
化事業 ○地域活動情報サイト 
 

○高齢者あんしん相談センターの機能強化 ○文京ユアストーリー ○老人福祉法に基づく相談・措置 ○介護保険相談体制の充
実 ○高齢者向けサービスの情報提供の充実 ○文京区版ひきこもり総合対策 

○福祉サービス利用援助事業の促進 ○福祉サービスに対する苦情申立・相談対応の充実 ○成年後見制度利用支援事業 ○法人
後見の受任 ○権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの構築 ○高齢者虐待防止への取組強化 ○悪質商法被害等防止のため
の啓発及び相談 

○高齢者自立生活支援事業 ○高齢者日常生活支援用具の給付等事業 ○院内介助サービス ○高齢者訪問理美容サービス ○高
齢者紙おむつ支給等事業 ○ごみの訪問収集 ○歯と口腔の健康 

○居住支援の推進 ○高齢者住宅設備等改造事業 ○住宅改修支援事業 ○高齢者施設の整備（特別養護老人ホーム） ○高齢者
施設の整備（介護老人保健施設） ○旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 ○緊急ショートステイ ○公園再整備事業 ○文
京区バリアフリー基本構想の推進 ○文京区福祉のまちづくりに係る共同住宅等整備要綱に基づく指導 ○道のバリアフリーの推
進 

○介護サービス事業者連絡協議会 ○ケアマネジャーへの支援 ○ケアプラン点検の実施 ○福祉サービス第三者評価制度の利用
促進 
○護サービス事業者連絡協議会 

○耐震改修促進事業 ○家具転倒防止器具設置費用助成 

○避難行動要支援者への支援 ○災害ボランティア体制の整備 ○高齢者緊急連絡カードの整備 ○救急通報システム ○福祉避
難所の拡充 

計画事業 

○事業継続計画マニュアル等の作成支援 ○介護サービス事業者連絡協議会を通じた災害等に関する情報提供 
 

○仕事と生活の調和に向けた啓発 ○認知症初期集中支援推進事業（再掲） ○認知症サポーター養成講座（再掲） ○認知症家
族交流会・介護者教室・認知症カフェ（再掲） ○高齢者あんしん相談センターの機能強化（再掲） ○緊急ショートステイ（再
掲） 

○地域医療連携の充実 ○在宅医療・介護連携推進事業 ○「かかりつけ医・歯科医・薬剤師」の定着 
 
 

○訪問型・通所型サービス ○介護予防ケアマネジメントの実施 ○生活支援体制整備 ○地域介護予防支援事業（通いの場） 
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高齢者の尊厳を守り、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した生

活を可能としていくため、区と社会福祉協議会が緊密に連携し、一体となって地域活動を

支援していきます。 

そして、地域包括ケアシステムの実現に向けて、区民の皆様とともに地域づくりを進め

ていくため、本区では、３つのメッセージ「（何かを）はじめる」、「（誰かと）つながる」、

「（地域で）みまもる」を発信しながら、次の重点的取組を積極的に推進します。 

 

 

１）重点的取組事項 
 

①フレイル予防・介護予防の取組の推進 

高齢者が住み慣れた地域で健康にいきいきとした暮らしを続けるため、フレイル予防・

介護予防に関する普及啓発を積極的に行うとともに、高齢者等の社会参加による地域での

ゆるやかな助け合い・支え合いの輪を拡げる取組を推進します。 

さらに、医療専門職等の関与を促進し、効果的なフレイル予防・介護予防のプログラム

講座等を実施するとともに、リスクの高い高齢者を早期に発見し、適切な医療や介護サー

ビスにつなげる取組を推進します。 

 

ア フレイル予防・介護予防の普及啓発 

高齢者の虚弱や要介護状態等を予防するため、フレイル予防・介護予防におけるわかり

やすいパンフレットを作成・配布するとともに、講演会やプログラム講座等を実施し、運

動や栄養に加え、社会参加等の重要性について普及啓発を行います。 

さらに、ＩＣＴを活用した自宅等からも参加できるフレイル予防・介護予防プログラム

講座実施の取組を推進するとともに、高齢者の生活機能等を健康質問調査票でチェックし、

支援を要する者を介護予防等につなげる取組を強化します。 

 

 

イ 高齢者等の社会参加による地域でのゆるやかな助け合い・支え合い 

高齢者の社会参加を促進するため、フレイル予防・介護予防の取組を地域で担うフレイ

ルサポーター・介護予防体操推進リーダーを育成するとともに、人と人とのつながりを通

じ、幅広い年代の高齢者が参加するプログラム講座を実施します。 

さらに、住民主体の通いの場で介護予防体操や地域での見守り活動等を行う団体を積極

的に支援し、地域でのゆるやかな助け合い・支え合いの輪を拡げる取組を推進します。 

 

 

地域包括ケアシステムの 

実現に向けた取組 
 

 
第６章 地域包括ケアシステムの推進 
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ウ 医療専門職等の関与による効果的な取組の推進 

フレイル予防・介護予防の取組をより効果的なものにするため、プログラム講座や住民

主体の通いの場等における理学療法士等専門職の関与を促進するとともに、高齢者それぞ

れの年齢・健康状態等に応じたプログラム講座の取組を推進します。 

さらに、保健師や看護師等の専門職による住民主体の通いの場や自主グループ活動団体

等への積極的な関与により、リスクの高い高齢者を早期に発見し、適切な医療や介護サー

ビスにつなげる取組を推進します。 
 

②地域での支え合い体制づくりの推進 

高齢者の在宅生活を支えるため、区民等における地域活動への参加の取組を推進すると

ともに、高齢者のニーズと地域の多様な主体による支援とのマッチングにより、生活支援

体制のさらなる充実を図ります。 

さらに、住民主体の通いの場等におけるフレイル予防・介護予防の取組を積極的に展開

し、地域を支える担い手を創出するとともに、地域における助け合い・支え合いのための

居場所づくりの取組を推進します。 

 

 

ア 社会的役割を担うことによる高齢者の生きがいづくり 

高齢者の生きがいづくりのため、ボランティア養成講座や研修会等の機会を拡大すると

ともに、ボランティア、ＮＰＯ法人、民間企業等による地域貢献活動の取組を積極的に情

報発信し、区民等における地域活動への参加の取組を推進します。   

さらに、地域福祉コーディネーター等の活動により、高齢者のニーズと地域の多様な主

体による支援とのマッチングを強化し、高齢者に対する生活支援体制のさらなる充実を図

ります。 

 

 

イ 住民主体の通いの場等の拡充 

地域を支える担い手を創出するため、フレイル予防・介護予防等の取組を住民主体の通

いの場で積極的に展開し、人と人とのつながりを通じた幅広い年代の区民が通いの場に参

加する取組を推進します。 

さらに、生活支援コーディネーターやＮＰＯ法人等の活動を通じて、住民主体の通いの

場等を運営する団体の立ち上げを支援し、地域における助け合い・支え合いのための居場

所づくりの取組を推進します。 

 

 

ウ 地域ケア会議の推進 

高齢者個人に対する支援の充実と地域づくりの取組を推進するため、多職種協働による

個別ケースの課題分析を積み重ねるとともに、地域に共通した課題を明確化し、その解決

に向けた政策形成につなげる取組を推進します。 

さらに、個別課題等の解決に向けたプロセスを通じて、高齢者あんしん相談センターの

職員やケアマネジャー等における実践力のさらなる向上を図るとともに、課題解決に必要

な関係機関等とのネットワークづくりの取組を推進します。 
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③認知症施策の推進 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし

続けるため、認知症に関する正しい知識・理解の普及啓発を行うとともに、認知症の発症

時期や症状に応じた切れ目のない支援の取組を推進します。 

さらに、認知症の本人や家族の不安・孤立感に寄り添うため、普段から身近に通うこと

ができる居場所づくりや、認知症サポーター等によるボランティア活動の取組を推進し、

地域における助け合い・支え合いの輪を拡げます。 

 

ア 認知症に関する正しい知識・ 理解の普及啓発 

認知症に関する正しい知識と理解の普及を図るため、わかりやすいパンフレットを作

成・配布するとともに、講演会や講座等の実施に取り組みます。また、認知症の本人が自

ら語る言葉や、希望を持って認知症の家族を介護する姿など、認知症の本人や介護者であ

る家族の視点を重視した情報発信を積極的に行います。 

さらに、認知症の本人や家族を見守る認知症サポーターの養成をさらに進めるため、区

民、事業者等に加え、小・中・高校向け養成講座開催の機会を拡大します。 

 

 

イ 切れ目なく適切な支援につなげる仕組みづくり 

認知症に備えるため、認知症サポート医、認知症支援コーディネーター（看護師）等の

専門職による個別支援の取組を推進するとともに、適切な医療や必要な介護サービス等に

つなげる取組を推進します。 

さらに、民間のノウハウや医療機関との連携を強化し、認知症における早期の気づきの

支援に取り組むとともに、診断後のフォロー体制の充実を図り、認知症の本人の尊厳に配

慮した意思決定支援の取組を推進します。 

 

 

ウ 認知症の本人や家族を支える地域のネットワーキングづくり 

認知症の本人や家族の不安・孤立感に寄り添うため、認知症カフェや認知症家族交流会、

介護者教室などを定期的に開催するとともに、認知症の本人等が普段から身近に通うこと

ができる居場所づくりの取組を推進します。 

さらに、認知症の本人や家族のニーズに寄り添う心理面・生活面におけるサポート体制

を構築するため、認知症サポーターや区民等によるボランティア活動の取組を推進します。 
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④在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けてい

くことができるよう、在宅医療や介護サービスに関する取組の普及啓発を行うととも

に、高齢者あんしん相談センター等における退院支援等の取組を推進します。   

さらに、区民における医療・介護情報へのアクセス向上を図るため、地域医療連携

情報誌の作成や利便性の高い検索情報システムの運用を行うとともに、医療と介護関

係者間における情報共有と顔の見える関係づくりの取組を推進します。 
 

ア 在宅医療や介護サービスに関する普及啓発 

在宅医療や介護サービスに関する区民の理解を促進するため、地域の医療機関や介護事

業者等と連携した講演会、講座等を開催するとともに、かかりつけマップを活用し、かか

りつけ医・歯科医・薬剤師定着の取組を推進します。 

さらに、地域での在宅療養支援の取組を推進するため、高齢者あんしん相談センターや

地区医師会から、医療機関・介護サービス事業所等の情報提供を積極的に行うとともに、

高齢者の退院支援の取組を推進します。 

 

イ 地域における医療・介護資源等の把握 

区民における医療・介護情報へのアクセス向上と医療・介護事業関係者間のネットワー

クづくりのため、わかりやすい地域医療連携情報誌の作成を行うとともに、利便性の高い

医療・介護者情報検索システムの運用を行います。 

さらに、地域の医療、介護関係者等が参加する多職種の会議を開催し、地域における在

宅医療と介護連携の現状と課題の整理を行い、その解決に向けた政策形成につなげる取組

を推進します。 

 

ウ 医療・介護関係者間の連携・情報共有の支援 

高齢者の在宅療養者を支える取組を推進するため、ＩＣＴを活用した汎用性の高い情報

共有システムの利用を促進するとともに、医療と介護関係者の間における速やかな情報共

有の取組を推進します。 

さらに、医師、看護師、ケアマネジャー、ヘルパー等の多職種が参加する研修会を開催

し、お互いの業務の現状、専門性や役割等の意見交換を通じた顔の見える関係づくりの取

組を推進します。 
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⑤高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）の機能強化 

高齢者あんしん相談センターが、地域包括ケアシステムにおける中核的な機関としての

重要な役割を担えるよう今後求められる役割等を勘案した適切な人員体制を整備すると

ともに、職員における専門的知識・相談対応能力のさらなる向上を図ります。 

さらに、高齢者あんしん相談センターが多様な役割を十分に果たしていくため、高齢者

あんしん相談センターと区との連携強化を図るとともに、複合的な課題を抱える困難ケー

スに適切に対応するため、他の関係機関との連携の強化を図ります。 

 
 

ア 適切な人員体制の確保等 

高齢者あんしん相談センターが、総合相談、権利擁護及び介護予防ケアマネジメント等

の機能を十分に発揮できるようにするため、高齢者人口の増加や相談件数等の業務量に応

じた適切な人員体制を整備します。 

さらに、複雑・多様化する相談や困難事例に適切に対応するため、高齢者あんしん相談

センターの職員における専門的知識・相談対応能力のさらなる向上の取組を推進します。 

 

 

イ 高齢者あんしん相談センターと区との連携強化 

高齢者あんしん相談センターにおける必要な機能を強化していくため、地域包括支援セ

ンター運営協議会を活用し、その業務状況を明らかにするとともに、それに対する評価及

び必要な措置を講じる取組を推進します。 

さらに、複雑・多様化する相談や困難事例、在宅医療・介護連携、認知症施策の推進等、

多様な役割を高齢者あんしん相談センターが十分に果たしていくため、区における後方支

援及び総合調整を担う体制整備の取組を検討します。 

 

 

ウ 他の相談支援機関との連携強化 

高齢者を適切に支援するため、高齢者あんしん相談センターの周知活動に取り組むとと

もに、民生・児童委員、介護事業者、社会福祉協議会、医療機関等との密接な連携強化の

取組を推進します。 

さらに、複合的な課題を抱える困難ケースに適切に対応するため、高齢者あんしん相談

センターと子ども、障害者、生活困窮者等の支援に係る相談機関等との連携の強化を図り

ます。 
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【図表】６－１ 高齢者あんしん相談センターの所在地 

 
日常生活圏域 名 称 所在地 

富 坂 
高齢者あんしん相談センター富坂 白山五丁目16番３号 

高齢者あんしん相談センター富坂分室 小石川二丁目18番18号 

大 塚 
高齢者あんしん相談センター大塚 大塚四丁目50番１号 

高齢者あんしん相談センター大塚分室 音羽一丁目15番12号 

本富士 
高齢者あんしん相談センター本富士 湯島四丁目９番８号 

高齢者あんしん相談センター本富士分室 西片二丁目19番15号 

駒 込 
高齢者あんしん相談センター駒込 千駄木五丁目19番２号 

高齢者あんしん相談センター駒込分室 本駒込二丁目28番10号 

都立 
駒込病院 

（礫川地域活動センター併設） 
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⑥高齢者の居住安定に係る支援の推進 

住宅の確保に配慮を要する高齢者の方に対する住まいの確保と住まい方の支援を行う

ため、「文京すまいるプロジェクト」を推進します。また、住み慣れた地域でその有する能

力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう「居住支援協議会」を設置し、関係

機関との連携による支援の検討を行います。 

さらに、区営住宅やシルバーピア等の公営住宅を提供し、管理運営を行います。 

 

ア 既存の住宅ストックを活用した高齢者の住居確保 

区内不動産店及び住宅オーナーの協力を仰ぎ、すまいる住宅登録事業において民間賃貸

住宅の登録を進め、高齢者の住居の確保をすると同時に、住まいの協力店において、相談

者に対し、適切な情報提供を行えるよう努めます。 

また、高齢者の居住に不安を抱く住宅オーナーに対しては、居住者の見守り体制を整備

することにより、住居提供への理解を促進します。 

 

 

イ 文京区居住支援協議会の設置 

文京区、不動産関係団体、居住支援団体で構成する文京区居住支援協議会を設置し、情

報共有や支援体制の構築を行うとともに、高齢者に対する住まい方の支援の検討を行いま

す。 

 

 

ウ 公営住宅の管理運営 

区営住宅、シルバーピア等の適切な運営管理を行いつつ、入居者が継続的に安心して暮

らすことができるよう相談支援、生活支援します。 

都営住宅等の募集に関する情報提供を適切に行うことで、特に住宅に困窮する世帯に対

する住まいの確保を図ります。 
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①フレイル予防・介護予防の取組の推進 

②地域での支え合い体制づくりの推進 

③認知症施策の推進 

④在宅医療・介護連携の推進 

⑤高齢者あんしん相談センターの機能強化 

⑥高齢者の居住安定に係る支援の推進 

 

    フレイル予防・介護予防の 
       取組の推進 

重点 

1 

 

 

    地域での支え合い体制づくり 
    の推進 

重点 

2 

 

6 

    高齢者あんしん相談センター 
    の機能強化 

重点 

5 

 

 

高齢者の居住安定に係る 
支援の推進 

づくりの取組を推進していきます。 

町会・自治会 

話し合い員 

高齢者クラブ 

関係機関等 

民生委員・ 
児童委員 

文京区・高齢者あんしん相談センター 

フレイル予防・介護予防／日常生活支援総合事業 
・総合サービス事業(介護予防・生活支援サービス事業) 

・一般介護予防事業 

多様な主体による様々なサービス 
・フレイル予防事業 

・高齢者クラブ、ボランティア、NPO、地域団体などの多様な 

 主体によるサービス 
・いきがい就業による社会参画 

・シルバー人材センター 

フレイル予防・介護予防／日常生活支援 

～ 高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせる地域づくりの実現 ～ 

重点 

3 

 

 

重点 

4 

 

 

地域包括ケアシステムの 
実現に向けた取組 


	「AAのAA」ハートフルプラン
	文京区地域福祉保健計画
	高齢者・介護保険事業計画
	令和３年度～令和５年度
	（「中間のまとめ」たたき台）
	【資料第
	【図表】１－１ 文京区地域福祉保健計画の構成
	【図表】１－２ 文京区地域福祉保健計画(高齢者・介護保険事業計画)の検討体制
	【図表】１－３ 計画期間
	１） 地域の連携と支え合いによる地域福祉保健の推進
	【図表】１－４ 主体間の連携を強化し地域ぐるみの支え合いを推進

	２） 計画の進行管理

	【資料第
	１）地域環境
	①地理
	②地価水準
	③住宅
	④教育環境
	⑤医療機関
	⑥交通

	２）人口の状況
	①人口の推移等
	②高齢者人口の推移

	３）世帯の状況
	①世帯の推移
	②高齢者のいる世帯の推移

	４）高齢者の住まいの状況
	５）死亡状況及び健康寿命
	①年齢別死亡数
	②６５歳健康寿命

	６）要介護・要支援認定者の状況
	①介護度別要介護・要支援者認定数の推移
	②前期・後期高齢者〔第１号被保険者〕と要介護・要支援認定率の推移
	③年齢別認定者数・認定率
	④日常生活圏域と要介護認定者の状況

	７）介護給付費と利用者の推移
	８）保険料の推移
	９）介護サービス事業者の状況
	１０）認知症について
	①認知症とは
	②認知症高齢者の状況
	③認知症サポート医等の状況

	１１）特別養護老人ホーム入所希望者数の推移
	１）今後希望する暮らし方等について
	①今後希望する暮らし方
	②現在の生活上の不安
	③地域とのつながり・地域活動
	④認知症について

	２）区に力を入れてほしい高齢者施策・介護保険事業等について
	①高齢者施策・介護保険事業について区に力を入れてほしいこと
	②高齢者あんしん相談センターの認知度

	３）医療について
	①かかりつけ医等について
	②訪問診療について
	③医療連携の取組（事業所）
	④地域で暮らし続けるために必要なこと
	⑤終末期を迎える場所の希望

	４）介護サービス等について
	①介護サービスの利用について
	②介護者が不安に感じる介護等について
	③事業所における取組状況について
	④介護を行う家族への支援
	⑤介護サービス利用者家族について
	⑥事業所取組について

	５）介護人材について
	①介護人材確保・育成・定着について（事業所）
	②区からの支援について

	６）住まいについて
	①居住形態について
	②住まいについての不便や不安

	７）健康で豊かな暮らしへのニーズ
	①日常生活について
	②健康増進・介護予防の取組について
	③健康増進・介護予防のために今後取り組んでみたいこと

	８）災害や感染症対策等について
	①危機管理の体制について
	②たすけあいについて


	【資料第
	１）重点的取組事項
	①フレイル予防・介護予防の取組の推進
	ア　フレイル予防・介護予防の普及啓発
	イ　高齢者等の社会参加による地域でのゆるやかな助け合い・支え合い
	ウ　医療専門職等の関与による効果的な取組の推進

	②地域での支え合い体制づくりの推進
	ア　社会的役割を担うことによる高齢者の生きがいづくり
	イ　住民主体の通いの場等の拡充
	ウ　地域ケア会議の推進

	③認知症施策の推進
	ア　認知症に関する正しい知識・ 理解の普及啓発
	イ　切れ目なく適切な支援につなげる仕組みづくり
	ウ　認知症の本人や家族を支える地域のネットワーキングづくり

	④在宅医療・介護連携の推進
	ア　在宅医療や介護サービスに関する普及啓発
	イ　地域における医療・介護資源等の把握
	ウ　医療・介護関係者間の連携・情報共有の支援

	⑤高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）の機能強化
	ア　適切な人員体制の確保等
	イ　高齢者あんしん相談センターと区との連携強化
	ウ　他の相談支援機関との連携強化
	【図表】６－１ 高齢者あんしん相談センターの所在地


	⑥高齢者の居住安定に係る支援の推進
	ア　既存の住宅ストックを活用した高齢者の住居確保
	イ　文京区居住支援協議会の設置
	ウ　公営住宅の管理運営




